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第1回定例会会議録 

 

平成３０年  ３月  ５日（月）  

開  会  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 

－－－日程第１  開会宣言－－－    

○議長（小井土哲雄君）   おはようございます。これより、平成３０年第１回御代田町議

会定例会を開会いたします。  

 ただいまの出席議員は１４名、全員の出席であります。  

 理事者側では、櫻井教育長、欠席する旨の届け出がありました。ほかは全員の出

席であります。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  

 

－－－諸般の報告－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。  

 木内議会事務局長。  

（議会事務局長  木内一徳君  登壇）    

○議会事務局長（木内一徳君）   諸般の報告。  

 平成３０年３月５日  

 １．本定例会に別紙配付のとおり町長から議案３３件・報告１件・諮問１件が提

出されています。  

 ２．監査委員より監査報告が別紙のとおりありました。  

 ３．本定例会に説明のため町長ほか関係者に出席を求めました。  

 ４．本定例会における一般質問通告者は、荻原謙一議員ほか８名であります。  

 ５．閉会中における報告事項は別紙のとおりです。  

 次ページからは、監査委員の例月出納検査、定期監査報告書ですので、後ほどご

覧ください。  

 また、閉会中の報告事項につきましては、全員協議会の折に報告しますので、こ

の場において省略させていただきます。  

 以上です。  
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○議長（小井土哲雄君）   以上をもって、諸般の報告を終わります。  

 

－－－日程第２  会期決定－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２  会期の決定の件を議題とします。  

 本定例会の会期は、あらかじめ、議会運営委員会を開催し、審議してありますの

で、議会運委員長より報告を求めます。仁科英一議会運営委員長。  

（議会運営委員長  仁科英一君  登壇）    

○議会運営委員長（仁科英一君）   おはようございます。  

 それでは、報告いたします。  

 ２月２６日、午前１０時より、議会運営委員会を開催し、平成３０年第１回御代

田町議会定例会に提出する議案、一般質問等について、審査日程等を決定しました

ので報告いたします。  

 本定例会に町長から提出された案件は議案３３件、報告１件、諮問１件の計

３５件であります。  

 一般質問の通告者は９名であります。これにより、会期は本日より３月１３日ま

での９日間とすることに決定いたしました。  

 次に、審議日程につきましては、書類番号１、３５ページをご覧ください。  

 平成３０年第１回御代田町議会定例会会期及び審査予定表。  

 第  １日目   ３月  ５日  月曜日  午前１０時  開会  

                        諸般の報告  

                        会期の決定  

                        会議録署名議員の指名  

                        町長招集のあいさつ  

                        議案上程  

                        議案に対する質疑  

                        議案の委員会付託  

 第  ２日目   ３月  ６日  火曜日  午前１０時  一般質問  

 第  ３日目   ３月  ７日  水曜日  午前１０時  一般質問  

 第  ４日目   ３月  ８日  木曜日  午前１０時  常任委員会  

 第  ５日目   ３月  ９日  金曜日  午前１０時  常任委員会  
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 第  ６日目   ３月１０日  土曜日        休会  

 第  ７日目   ３月１１日  日曜日        休会  

 第  ８日目   ３月１２日  月曜日  午前１０時  全員協議会  

 第  ９日目   ３月１３日  火曜日  午前１０時  委員長報告  

                        質疑・討論・採決  

                        閉会  

 以上であります。  

 続いて、各常任委員会、全員協議会の会場、時間について報告いたします。  

 ３６ページをお願いします。  

 常任委員会開催日程  

 総務福祉文教常任委員会  

     ３月  ８日  木曜日  午前１０時     大会議室  

     ３月  ９日  金曜日  午前１０時     大会議室  

 町民建設経済常任委員会  

     ３月  ８日  木曜日  午前１０時     議場  

     ３月  ９日  金曜日  午前１０時     議場  

 全員協議会開催日程  

     ３月１２日  月曜日  午前１０時     大会議室  

 以上で報告を終わります。  

○議長（小井土哲雄君）   ただいま、議会運営委員長から報告のありましたとおり、本日

より３月１３日までの９日間としたいと思います。  

 これに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。  

 よって、本定例会の会期は、本日より３月１３日までの９日間と決しました。  

 

－－－日程第３  会議録署名議員の指名－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３  会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により議長において  

  ９番  池田健一郎議員  
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 １０番  古越  弘議員  

 を指名します。  

 

－－－日程第４  町長招集あいさつ－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第４  町長より議会招集の挨拶を願います。  

 茂木町長。  

（町長  茂木祐司君  登壇）    

○町長（茂木祐司君）   議員の皆様には、年度末を迎えて何かとお忙しい時期にもかかわ

らず御出席を賜り、平成３０年第１回定例議会が開会できますことに、心から感謝

を申し上げます。  

 本日３月５日で、長野県消防防災ヘリコプター事故から１年が経過しました。こ

こに亡くなられた隊員と御遺族の皆様に対し謹んで哀悼の意を表します。  

 また、３月１１日は、東日本大震災発生から７年が経過します。震災によって亡

くなられた皆様、長期間にわたって苦難な道を歩まれた御遺族の皆様に対し、謹ん

で哀悼の意を表するとともに、いまだ避難生活を余儀なくされ、復興に向け努力さ

れている皆様に対しまして、一日も早く平穏な生活を取り戻されますよう心から願

うものであります。  

 それでは、まず初めに、町が取り組んでおりますさまざまな事業の中から特徴的

な事業について説明させていただきます。  

 総務課関係の事業について申し上げます。  

 新しい役場庁舎の建設工事は、平成２８年１０月２２日の着工以来、約１年４カ

月の工事期間を経て、２月１５日に竣工しました。同日の検査の結果、合格となり、

建物の引き渡しを受けました。  

 これまで新庁舎の建設に当たり、役場庁舎整備検討委員会、新庁舎建設委員会等

で御検討をいただきました議員の皆様、各種団体の代表者の皆様をはじめ、建設工

事関係、設計関係の皆様には絶大な御尽力をいただき感謝申し上げます。また、絵

画、木彫刻、植木、時計等を寄贈していただきました皆様に対しましても、この場

をお借りして御礼を申し上げます。  

 ３月２５日には、町民向けの内覧会を開催しますので、ぜひお出かけください。

また、３月２７日に竣工式を執り行います。今後は、５月７日の開庁に向け引っ越
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し作業を進めてまいります。  

 新庁舎本体は完成しましたが、平成３０年度には第２期工事として公用車車庫棟

の建設工事等に着手しますので、引き続き御協力をお願いいたします。  

 続いて、企画財政課関係の事業について申し上げます。  

 １つ目は、タクシー利用助成事業について、利用者により使いやすく御利用いた

だくために制度の見直しを行いました。改善点は、助成率はそのままで近距離でも

気軽にお使いいただけるように購入単価を１枚６００円から４００円に引き下げ、

乗車できる額を１ ,５００円から１ ,０００円に引き下げました。さらに、複数枚の

利用もできるようにしました。  

 新たに、御代田町子育て応援タクシー利用助成金を新設しました。こちらは交通

施策の面から子育てを応援しようと試みるもので、妊婦さん、または乳児やその保

護者がタクシーにより外出する際の交通費の一部として７ ,０００円を助成するも

のです。  

 次に、株式会社ひらまつホテル計画については、御代田町として是が非でも成功

させたい企業誘致であるという強い思いで協議を進めています。ひらまつと調整を

する中で、ホテルの進入道路用地として購入する土地が、広畠遺跡の埋蔵文化財包

蔵地であることがわかりました。現在は、ひらまつの計画に遅れがでないよう、発

掘調査の調整等を進めているところです。  

 なお、昨年６月に締結した基本合意書では、本年３月中に賃貸借契約を締結する

こととしておりましたが、発掘調査や土地購入が完了する本年の７から８月とする

よう提案があり、協議をしているところです。  

 次に、旧メルシャン軽井沢美術館の有効活用として、地方創生拠点整備交付金を

活用したインフォメーション棟の改修及び駐車場整備事業については、３月末の完

了に向けて工事を進めています。また、来年夏に予定する株式会社アマナとの協働

による御代田国際フォトフェスティバル（仮称）については、ことしの夏はプレイ

ベントの開催を予定しています。実行委員会の組織や、地域住民を巻き込んだイベ

ントの開催、屋外写真展示の会場の選定、交流人口の増加や訪日旅行（インバウン

ドツーリズム）に対応できる新たな仕組みの構築等、地域おこし協力隊の活動を含

め事業展開していきます。  

 続いて、産業経済課関係の事業について申し上げます。  
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 クラインガルテン事業につきましては、平成２９年度はラウベの全棟契約と交流

事業の促進の２つを目標に掲げ、各種広報媒体を活用した情報発信により、目標の

８棟全棟の契約を実現しました。  

 ２つ目の目標である交流事業の促進については、面替区の協力による地域伝統行

事を通した都市と農村の交流、農村女性ネットワークと連携した食の交流などを継

続するとともに、新たな取り組みとして、地域おこし協力隊による写真撮影をテー

マとしたイベントや、町職員らによる弦楽四重奏のミニコンサートも行い、期待通

りガルテナーの皆様からは好評をいただきました。  

 現在、新年度のラウベの契約状況は、４棟が更新契約、３棟が新規契約済みとな

っており、残り１棟についても２次募集で申請書が提出されていることから、全棟

契約となる見込みです。  

 引き続き、移住・定住の促進につながるよう、情報発信や工夫を凝らした交流事

業を絶えず続けていくことで、面替のクラインガルテンを利用してよかったといっ

ていただけるような事業展開をしていきます。  

 次に、農家経営支援特別資金融資利子補給金事業ですが、平成２９年度は当初か

ら野菜価格が低迷し、出荷最盛期でも全国的に豊作となったことで、長期間の価格

低迷が続きました。さらに、１０月の長雨による影響を受け、野菜生産農家は大変

厳しい状況でした。  

 ＪＡ佐久浅間・御代田町管内の野菜販売実績額は、前年度比２割減少し、翌年の

資材調達のための資金不足などが心配されました。  

 町は、農家経営支援特別資金融資利子補給金として融資機関の利子率の２分の

１を補填することとしました。  

 貸付限度額５００万円、借入期間５年以内で１％の利子を町とＪＡ佐久浅間が半

分ずつ補填し、農家は実質利息なしで融資を受けられます。  

 ＪＡ佐久浅間が融資受け付けを行った結果、借入者は２９名で、融資金総額は

８ ,８６０万円となりました。新年度予算では、４２万８ ,０００円を計上し、農家

の経営維持を図ります。  

 次に、企業誘致につきましては、平成２８年度に新たな工業振興策として創設し

た用地購入補助制度による株式会社エリアデザインに対する補助について、平成

２９年１１月に工業振興審議会へ諮問しました。  
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 同審議会から、株式会社エリアデザインの茨城県笠間工場の現地調査を踏まえ、

町の産業振興上必要な企業として補助をすることが妥当であるとの答申を１２月に

いただきました。  

 新 年 度 予 算 に お い て は 、 ３ 年 の 分 割 交 付 と な る 補 助 金 の 初 年 度 分 と し て

２ ,６３７万３ ,０００円を計上しました。  

 続いて、建設水道課関係の事業について申し上げます。  

 平成２９年度の第２期都市再生整備計画事業につきましては、現在、上ノ林児玉

線、上小田井雪窓線、児玉荒町線、東林大林線、南浦３号線、塩野区内線、広戸御

代田停車場線、久能梨沢線の８路線を進めています。  

 本年度は、国土交通省からの内示額が要望額のおよそ７０％と昨年度に比べ高い

内示率であったため、計画した路線に着手することができました。  

 ８路線のうち、上小田井雪窓線、児玉荒町線、東林大林線の３路線については、

既に全線完成し、上ノ林児玉線、塩野区内線、広戸御代田停車場線の３路線につい

ても年度内に全線完成する見込みとなりました。  

 南浦３号線、久能梨沢線の２路線については繰り越し工事で行い、一部を平成

３０年度に供用開始を目指します。  

 また、社会資本整備総合交付金事業では、歩道整備に伴う道路整備として、水原

地区しなの鉄道をくぐるガード付近から西軽井沢方面に向かう七口線の道路拡幅事

業に着手し、平成３４年度の完成を目指します。平成３０年度は地元説明会と測量

設計業務を予定しています。  

 続いて、保健福祉課関係の事業について申し上げます。  

 保健福祉課の事業では、制度改正等に伴い次の３点が大きく変わります。  

 １つ目は、国民健康保険の財政運営主体が市町村から都道府県に移管されます。

国民健康保険が抱える構造的問題の解決を図り、将来にわたって持続可能な制度と

するため、平成３０年４月から国民健康保険制度が改正され、都道府県、市町村が

それぞれの役割を担うことになります。  

 長野県から、県内市町村ごとの被保険者数や所得水準、医療費水準に応じた標準

保険税率や納付金額が示され、これに基づき市町村は国民健康保険税率を決定・徴

収し、納付金を長野県に納めることとなります。一方、市町村が支払う保険給付費

については、全額、長野県から交付される仕組みとなります。  
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 今後、当町の国民健康保険税率をどうするか、試算を行う中で県内市町村の動向

なども注視しながら、引き下げる方向で検討していきます。  

 ２つ目は、福祉医療費給付金事業のこども医療費が、平成３０年８月１日以降の

診療から現物給付方式になります。  

 これまでは、医療機関を受診した際に支払った医療費について、後日、１レセプ

ト５００円の受給者負担金を差し引いた額が支給される仕組みでしたが、新制度で

は医療機関窓口で１レセプト５００円までの受給者負担金を支払えば受診できる制

度になりますので、子育て世代には大きな支援になります。  

 また、４月１日から対象年齢を１８歳年度末までに拡大し、子育て支援の充実を

図ります。  

 ３つ目は、介護保険事業ですが、平成３０年度から３年間の第７期介護保険事業

計画に基づき事業を実施することとなります。  

 当町は、以前から介護予防事業、介護給付適正化事業、はつらつサポーター要請

事業等を実施し、さらに第６期介護保険事業計画では総合事業に当初から着手し、

介護予防を重視したサービスを増やしました。  

 その成果として、サービス利用者は増えていますが、介護保険の要支援・要介護

認定率は下がり、平成２９年度１１月末現在で１１ .５９％と県下で最も低くなっ

ており、介護給付費も横ばいとなっています。  

 第７期介護保険料は、基準月額が５ ,１６０円から４ ,６１０円に、１０ .６６％、

５５０円の引き下げとする条例改正を提案しています。長野県下６３保険者中、減

額する保険者は８保険者だけで当町の介護保険料が最も低くなる見込みです。  

 今後も、介護予防を重視した事業を展開してまいります。  

 続いて、町民課関係の事業について申し上げます。  

 子育て支援策の充実では、まず未満児保育の受け皿の拡充です。今年度、町では

増大する３歳未満児の保育需要に対応し、大切なお子様を安心して預けられる私立

保育園の施設環境を整えることを目的として、おひさまの新設、たんぽぽ保育園増

設等の施設整備に対して国の制度を利用して補助金を支給してきました。  

 その結果、平成３０年４月開園の小規模保育事業おひさまにおいては、１９名の

３歳未満のお子様を保育していただけることになりました。また、たんぽぽ保育園

の増築により３０名から３６名に定員増を図っていただいた結果、町の未満児保育
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の受け皿は大きくなりました。  

 しかし、これらの拡大された未満児保育の受け皿も既にこの４月で定員いっぱい

の状況になっており、町では増大し続ける未満児保育需要への新たなる対応策を講

じ始めているところです。  

 次に、妊娠から出産、育児に至るまでの支援の充実についてです。  

 年齢階層ごとに子育て支援策の必要性を検討した結果、平成３０年度は「児を生

み育てるお母さま方への支援」に重点を置くことにしました。  

 そのため、産後ケア宿泊型事業、子育て応援ヘルパー派遣事業、子育て応援タク

シー利用助成金交付の３つの事業を創設します。  

 産後ケア宿泊型事業については、産後の心身の不調や育児不安があり、特に支援

が必要と認められる、生後３カ月未満の乳児を育てているお母様が、指定の医療機

関や助産所に宿泊した際の費用の約７割を町が負担する事業です。  

 子育て応援ヘルパー派遣事業は、ヘルパーを派遣して生後１歳未満の乳児を育て

るお母様の家事・育児の負担軽減を図る事業です。  

 企画財政課の新規事業でも紹介しました子育て応援タクシー利用助成金交付は、

妊娠中から１歳未満の乳児を育てている期間に、体調面の不安などから自分で運転

することが困難な妊婦、乳児及びその保護者に対してタクシー代を補助する事業で

す。  

 次に、児童館・児童クラブ利用者の増加と活動の充実についてです。  

 平成２９年度は、新しい東原児童館が開館して高学年の利用が始まったことによ

り、全ての小学生の児童クラブ利用が可能になりました。  

 年度当初の申込者数を比較すると、児童館全体で平成２９年度は３３０名、

３０年度は３６５名と高学年の利用料金が引き下げられたことも相まって増加して

います。  

 児童クラブへ通う大勢の小学生に生き生きとした日常を送っていただくための工

夫もしています。新年度予算では、昨年好評であった佐久市こども未来館から講師

を招いての実験教室の費用を拡大しました。また、児童クラブ事業に御協力いただ

けるボランティアスタッフの充実も行っています。こうした諸活動を通じて好奇心

旺盛な未来を担う子どもたちの成長を切に願うものです。  

 次に、新クリーンセンターの整備についてです。  
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 平成２８年５月に面替区・豊昇区・児玉区をはじめ、町民の皆様の御理解をいた

だいて着工した佐久市・軽井沢町・立科町・御代田町の１市３町が行う新クリーン

センターの建設工事は、平成３０年３月に造成工事が終了し、３月２６日に本体工

事の起工式を行うこととなりました。  

 平成３２年１１月に施設が完成する計画で、同年１２月から新クリーンセンター

が本格稼働し、南佐久郡を含めた佐久地域の安定的なごみ処理が実現します。これ

により、循環型社会の形成が大きく推進されることになります。  

 続いて、教育委員会関係の事業について申し上げます。  

 まず、中学校への扇風機等の設置についてです。  

 近年の夏季期間の猛暑に備えて生徒の健康面に配慮するため、中学校の全ての教

室の天井へ扇風機を設置します。１つの教室に４つ設置します。  

 また、音楽室については、楽器を演奏する関係からエアコンを設置する予定です。  

 これにより授業における快適性が改善され、学習効率が上がることが期待されま

す。北小・南小につきましては、既に大規模改修工事において設置済みとなってい

ます。  

 次に、中学校でのステップアップスクールについてです。  

 平成２９年度から水曜日の放課後学習塾として始めたステップアップスクールは、

中学３年生を対象として英語と数学の２教科の基礎学力定着を目的として実施しま

した。英語１１名と数学９名の合計２０名の参加があり、出席率も高く参加者の感

想も好評のため、新年度も継続して実施していきます。  

 次に、小・中学校への学校司書の配置についてです。  

 平成２９年度に小・中学校へ配置した学校司書については、それぞれの学校で主

体的な取り組みをしていただき成果が出ています。学校では毎日１０分間の朝読書

の実施や児童１人当たりの貸し出し冊数の増加、読み聞かせの際に静かに集中でき

るなど、さまざまな成果が見られ、思考力や学力向上につながっていくのではない

かと考えています。  

 最後の消費者行政についてですが、長野県内の特殊詐欺被害は、年々巧妙な手口

になり後を絶ちません。引き続き町民の皆様の個人情報と財産を守るため、今後も

消費者行政を推進していきます。  

 さて、本定例会に提案しました案件は、専決処分事項の報告１件、事件案２件、
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条例案１３件、当初予算案１１件、補正予算案６件、報告事項１件、人事案１件の

計３５件です。  

 専決処分事項の報告１件につきましては、平成２９年度御代田町一般会計補正予

算（第６号）について、２月１９日付で専決処分させていただきました。歳入は、

財政調整基金繰入金を財源として増額補正し、歳出は、産業廃棄物撤去工事と補償

料として５ ,０００万円を計上しました。  

 事件案の２件につきましては、１件目の御代田町世代間交流施設の指定管理者の

指定については、７つの世代間交流センターの指定管理者について、引き続き５年

間指定するため、議会の議決をお願いするものです。  

 ２件目の長野県町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議については、同

公平委員会を共同設置している５６の団体のうち、白馬山麓環境施設組合の名称が

本年４月１日から白馬山麓事務組合に変更となるため、構成団体それぞれの議会の

議決をお願いするものです。  

 条例案の１３件につきまして、１件目の一般職の職員の給与に関する条例の一部

改正案は、本年度の長野県人事委員会勧告に準じて改正の施行日または適用日ごと

に４条立てとしています。第１条の主な改正点は平成２９年度の給料表と勤勉手当

を一部改正するものです。第２条の主な改正点は、平成３０年度の扶養手当と平成

３０年度以降の勤勉手当を一部改正するものです。第３条の主な改正点は、平成

３１年度の扶養手当を一部改正するものです。第４条は町独自の改正です。宿日直

における業務量の増加のため、役場新庁舎の業務開始日から宿日直手当を一部改正

するものです。  

 ２件目の御代田町特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正案は、

こちらも本年度の長野県人事委員会勧告に準じて、改正の施行日はまたは適用日ご

とに２条立てとしています。第１条の改正点は、平成２９年度の期末手当を一部改

正するものです。第２条の改正点は、平成３０年度の期末手当を一部改正するもの

です。  

 ３件目の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正案は、こ

ちらも本年度の長野県人事委員会勧告に準じて、改正の施行日または適用日ごとに

２条立てとしています。第１条の改正点は、平成２９年度の期末手当を一部改正す

るものです。第２条の改正点は、平成３０年度の期末手当を一部改正するものです。  



１２ 

 ４件目の御代田町役場の位置を定める条例の一部改正案は、役場新庁舎の業務開

始日に合わせて新庁舎の位置を改めるものです。  

 ５件目の御代田町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例の一部改正案は、

役場新庁舎の設備移転のため施行日ごとに２条立てとしています。第１条の主な改

正点は、新庁舎での業務開始に備えて移動系の基地局（現在の庁舎）と陸上移動局

（車載型と連携型）を廃局します。この移動系の廃局にあわせて、現在の固定系の

業務や運用を整理するものです。第２条の改正点は、新庁舎の業務開始日にあわせ

て親局の位置を新庁舎に変更するものです。  

 ６件目の御代田町介護保険条例の一部改正案は、御代田町介護保険計画の見直し

により、第７期（平成３０年度から平成３２年度までの３年間）の保険料を引き下

げるものです。基準額である第５階層は６ ,６００円の引き下げとなり、そのほか

の階層も全て平均１０ .６６％の引き下げとするものです。  

 ７件目の御代田町後期高齢者医療に関する条例の……。  

 

－－－午前１０時３０分  黙祷－－－    

○議長（小井土哲雄君）   茂木町長、招集挨拶の途中ですが、本日は昨年起きました県消

防防災ヘリコプター墜落事故から１年目に当たります。亡くなられた隊員に哀悼の

意を表するため、ただいまから１分間の黙祷を行います。  

 全員御起立ください。  

（全員起立）  

 黙祷。  

（黙祷）  

 黙祷を終わります。  

 御着席ください。  

（全員着席）  

 茂木町長、招集挨拶を再開してください。  

○町長（茂木祐司君）   それでは、続けます。  

 ７件目の御代田町後期高齢者医療に関する条例の一部改正は、国民健康保険法等

の一部改正に伴い高齢者の医療の確保に関する法律に追加条項が生じたため、その

部分を準用している本条例の一部を改正するものです。  
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 ８件目の御代田町指定居宅介護支援等の事業の従事者及び運営の基準等に関する

条例の制定案は、介護保険法の一部改正により居宅介護支援事業者の指定権限が都

道府県から市町村に移譲されることとなりましたので、これまで運用していた県の

準則のとおり町の条例を新たに制定するものです。  

 ９件目の御代田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例と、１０件目の御代田町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正は、これらの基準を

定める厚生労働省令がそれぞれ一部改正されたため、２つの条例の関連部分を一部

改正するものです。  

 １１件目の御代田町保健センターの設置に関する条例の一部改正は、役場新庁舎

に併設となる新たな保健センターの位置を変更し、貸館等を廃止するものです。  

 １２件目の御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部改正は、非常勤消防団員

等に係る公務災害補償の基準を定める政令が一部改正されたため、本条例の関連部

分を一部改正するものです。  

 １３件目の御代田町保育料徴収条例の一部改正は、国が進めている幼児教育の段

階的無償化等の一環として、平成３０年度は低所得者及びひとり親家庭等に対する

認定こども園の保育料の一部を軽減することとなりましたので、本条例の関連部分

を一部改正するものです。  

 平成３０年度当初予算案１１件の主な内容につきましては、平成３０年度は、第

５次御代田町長期振興計画、御代田町総合戦略を着実に推進するとともに、引き続

き、「豊かな自然環境の町」、「子育てしやすい町」、「健康で安心して暮らせる

町」を柱に「住んでみたくなる魅力あるまちづくり」に向けて取り組みを強めてい

くこととして当初予算を編成しました。  

 一般会計の予算額は５９億１ ,６４３万円で、前年度に比べ１３億６ ,７０６万円、

１８ .８％の減少となっています。  

 主な歳入では、町税２２億３ ,５７６万円を計上し、前年度に比べ１ ,６３４万円

の減となっています。国や県の経済政策により景気は緩やかな回復基調が続いてい

るとされていますが、先行きの不透明感がぬぐえません。企業の業績に大きく左右

されますが、法人町民税を前年より約１ ,３００万円の増と見込み、個人町民税に
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ついては５００万円の減での計上となっています。  

 また、固定資産税は、評価替えの影響から約２ ,３００万円の減と見込んでいま

す。  

 地方交付税は、平成３０年度地方財政計画では、交付ベースで１６兆円が確保さ

れています。前年比マイナス２ .０％となっており、また、算定方法が変更となる

ことから過大に見込まず、前年予算額と同額を計上しました。  

 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 ７ ,４４０万 円や障害者自立支援給付国庫負担金

７ ,３１５万円などを計上した国庫支出金では、平成２９年度まで実施された臨時

福祉給付金給付事業補助金が皆減となったため、９ ,２６７万円の減となっていま

す。  

 また、車庫棟などの第２期工事を予定している役場庁舎整備事業の財源として庁

舎建設基金からの繰り入れなどを計上した繰入金では、８億９ ,１４４万円の減、

同じく庁舎整備事業や道路事業などの借り入れを計上した町債で４億４０万円の減

となっています。  

 主な歳出では、役場庁舎整備経費１億５ ,０７２万円をお願いしました。都市再

生整備計画事業として、久能梨沢線、塩野御代田停車場線、南浦３号線のほか道路

改良事業費１億８ ,２０３万円、社会資本整備総合交付金事業として、橋梁修繕事

業と道路修繕工事費１億１０万円、町単独の道路新設改良事業としては、神社線、

辰巳畑岩下線、八加倉南浦線、六反１号線を予定しています。  

 ま た 、 御 代 田 フ ォ ト フ ェ ス テ ィ バ ル 関 係 経 費 で は 、 駐 車 場 の 整 備 工 事 費

２ ,７７０万円、フェスティバル負担金として６５０万円などを計上しました。  

 このほか施設の老朽化に伴い、地域福祉センターや雪窓保育園の施設改修工事、

中学校音楽室へのエアコンと教室への天井扇の設置工事などをお願いしました。  

 特別会計については、９特別会計で総額３７億５ ,９９８万円と前年に比べ１億

５ ,２８０万円、３ .９％の減少となっています。  

 塩野地区の下水道施設工事費の計上などにより、公共下水道事業特別会計が増額

となっていますが、都道府県が市町村とともに共同運営することとなった国民健康

保険事業勘定特別会計では、予算の枠組みが変わったことに伴い大きく減額となっ

ています。  

 また、公営企業会計の御代田小沼水道事業会計は、老朽化が進んでいる西軽井沢
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地区の配水管敷設や遠方監視装置システムの設置工事の計上により、大きく増額と

なっています。  

 平成２９年度補正予算案６件の主な内容につきましては、平成２９年度一般会計

補正予算（第７号）の概要は、歳入歳出総額からそれぞれ２億５ ,５７７万円を減

額し、合計７６億９ ,７１９万円とするものです。  

 主な歳入は、借入可能額が増加した役場庁舎整備事業債を１億２ ,７７０万円増

額し、役場庁舎整備基金繰入金を１億５ ,１２８万円減額、事業費の見込みや確定

による国・県支出金や町債の増減、財政調整基金繰入金の減額などを計上していま

す。  

 主な歳出は、庁舎建設工事費２ ,３５８万円、地方創生拠点整備交付金事業費

４ ,０４７万円、経済対策分臨時福祉給付金７４８万円をそれぞれ減額し、実績に

より予防接種等医師委託料２１２万円と処理量の増加に伴い一般廃棄物処理委託料

３９３万円を増額計上しました。都市再生整備計画事業経費では、事業の確定見込

みにより工事費や用地購入費で９ ,３５０万円の減額のほか、社会資本整備総合交

付金事業として実施している橋梁修繕事業において測量設計や工事費など事業費の

確定に伴う減額を計上しました。  

 また、特別会計の補正予算につきましては、国民健康保険事業勘定特別会計など

４会計において、合計１億６１４万円の減額補正を計上し、公営企業会計である御

代田小沼水道事業会計は、職員人件費の増額を計上しました。  

 報告事項の１件につきましては、平成３０年度御代田町土地開発公社の事業計画

と予算の報告です。やまゆり工業団地の未整備部分についての測量設計委託料とし

て３００万円を計上し、２月１９日に開催された理事会の議決を得ています。  

 人事案の１件につきましては、現在、当町には４名の人権擁護委員が法務大臣か

ら委嘱されていますが、そのうち１名の任期が本年６月３０日をもって満了となり

ますので、新たな委員を法務大臣に推薦したいため、議会の意見を求めるものです。  

 以上、概要を申し上げましたが、詳細につきましてはそれぞれ担当課長が説明い

たしますので、御審議をいただき原案どおりの御採決をいただきますようお願いを

申し上げまして、第１回御代田町議会定例会招集の挨拶とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   これより議案を上程します。  
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－－－日程第５  議案第３号  専決処分事項の報告について（平成２９年度  

御代田町一般会計補正予算第６号）－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第５  議案第３号  専決処分事項の報告についてを議題と

します。  

 報告理由の説明を求めます。  

 荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   それでは、議案書の４ページをお開きください。  

 議案第３号  専決処分事項の報告について。  

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決したの

で、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

平成３０年３月５日  提出  

御代田町長  茂木祐司  

 ５ページをお願いいたします。  

 専第２号  

 専決処分書  

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであると認めるので専決処分する。  

平成３０年２月１９日  専決  

御代田町長  茂木祐司  

 記としまして、平成２９年度御代田町一般会計補正予算（第６号）についてでご

ざいます。  

 予算書の１ページをお開きください。  

 平成２９年度御代田町の一般会計補正予算（第６号）は次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５ ,０００万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９億５ ,２９６万６ ,０００円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  
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 ２ページをお願いいたします。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 はじめに歳入でございます。款１８繰入金項１基金繰入金、補正額５ ,０００万

円でございます。財政調整基金の繰入金５ ,０００万円となってございます。  

 ３ページをお願いいたします。  

 歳出になります。款２総務費項１総務管理費、補正額は５ ,０００万円の増額で

ございます。これは２月８日付、全員協議会で報告させていただきました、町が代

替用地として提供した土地における原状回復に係る経費の補正でございます。  

 撤 去 工 事 １ ,６０ ０万円、撤去後の埋め戻し経費に係る補償料としまして

３ ,４００万円でございます。  

 説明は以上となります。よろしく御承諾をいただけるようお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、報告理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 お諮りします。本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。

これに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第３号を採決します。  

 本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

○議長（小井土哲雄君）   挙手全員であります。よって、議案第３号専決処分事項の報告

については、原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第６  議案第４号  御代田町世代間交流施設の  

指定管理者の指定について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第６  議案第４号  御代田町世代間交流施設の指定管理者

の指定についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  
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（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   それでは、議案書６ページをお願いいたします。  

 議案第４号  御代田町世代間交流施設の指定管理者の指定について。  

 下記の者を御代田町世代間交流施設の指定管理者として指定したいから、御代田

町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により議会

の議決を求めるものでございます。  

 指定管理者候補者、７件ございます。  

 １、一里塚地区世代間交流センター、位置については記載のとおりでございます。

候補者、一里塚区。  

 ２、広戸地区世代間交流センター、候補者、広戸区。  

 ３、塩野地区世代間交流センター、候補者、塩野区。  

 ４、向原地区世代間交流センター、候補者、向原区。  

 ５、小田井地区世代間交流センター、候補者、小田井区。  

 ６、清万地区世代間交流センター、候補者、清万区。  

 ７、児玉地区世代間交流センター、候補者、児玉区。  

 指定期間でございますが、平成３０年４月１日から平成３５年──２０２３年

３月３１日の５年間でございます。  

 平成３０年３月５日提出、御代田町長でございます。  

 こちらの、現在、指定管理者である各区は指定管理期間内において特に問題もな

く適切に管理を行っております。施設の性格上、各区において管理することが事業

効果が期待できるため、継続して候補者を選定します。  

 説明は以上です。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 お諮りします。本案は質疑、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。

これに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、議案第４号を採決します。  

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

○議長（小井土哲雄君）   挙手全員であります。よって、議案第４号  御代田町世代間交
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流施設の指定管理者の指定については、原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第７  議案第５号  長野県町村公平委員会共同設置規約の  

変更に関する協議について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第７  議案第５号  長野県町村公平委員会共同設置規約の

変更に関する協議についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原  浩君  登壇）    

○総務課長（荻原  浩君）   議案書の７ページをご覧ください。  

 議案第５号  長野県町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議について。  

 地方自治法の規定により、平成３０年４月１日から白馬山麓環境施設組合が名称

を白馬山麓事務組合に変更することに伴い、長野県町村公平委員会共同設置規約の

一部を別紙のとおり変更するため、同条３項の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。  

 議案書９ページの新旧対照表をご覧ください。下のほうにアンダーラインが引い

てございますが、長野県町村公平委員会はそこにありますとおり５６の団体で共同

設置されております。このうち白馬山麓環境施設組合の名称が４月１日から白馬山

麓事務組合に変更となるため、全ての構成団体におけるそれぞれの議会の議決が必

要となっております。  

 以上のとおり御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第８  議案第６号  一般職の職員の給与に関する条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第８  議案第６号  一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例案についてを議題とします。  
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 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原  浩君  登壇）    

○総務課長（荻原  浩君）   議案書の１０ページをお願いいたします。  

 議案第６号  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について、

別紙のとおり提出いたします。  

 平成３０年３月５日  提出  

 御代田町長  

 本条例の一部改正につきましては、本年度の長野県人事委員会勧告に準じまして、

改正の施行日、適用日ごとに４条立てとし、一般職の給与条例を一部改正するもの

です。  

 議案書１１ページでございます。  

 第１条につきましては、給料表について昨年４月１日から、勤勉手当につきまし

ては昨年１２月１日から、それぞれ遡及適用となるもので、議案書の１８ページ、

申しわけございませんが、下の４条立てとなっておりまして、新旧対照表と議案文、

行ったり来たり、これからしてしまいますが、御承知おき、御理解をお願いしたい

と思います。  

 議案書１８ページの新旧対照表のとおり、第３０条第１項第１号につきましては、

昨年１２月１日の基準日からそれぞれ在職している職員の勤勉手当の率を１００分

の１０月引き上げるものです。そこにございます特定幹部職員とは５級の課長補佐

級及び６級の課長級の職員のことでございます。  

 同条同項の第２号は、再任用職員の勤勉手当の率を１００分の５月引き上げるも

のです。ただし、附則１３号によりまして、５５歳に達した日後における５級、

６級の職員の勤勉手当についてはこの規定にかかわらず、１００分の１ .２７５月

に減額しておりましたが、そのうち１００分の０ .１５月を引き上げるものです。  

 議案書１９ページから２３ページの新旧対照表につきましては、給料表の全ての

号俸について平均月額で５６２円、０ .１４％引き上げるものでございます。  

 議案書１５ページ、中段のところの第２条でございます。  

 こちらにつきましては、本年４月１日から施行となるもので、平成３０年の扶養

手当の改定及び平成３０年以降の勤勉手当について６月期を０ .０５月引き上げ、
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１２月期の勤勉手当を同じく０ .０５月引き下げて調整するものです。  

 議案書２４ページ、ご覧いただきたいと思います。  

 こちらの新旧対照表の下のほうにございますとおり、配偶者の扶養手当は月額

１万３ ,０００円から１万円に引き下げとなります。この扶養手当は１人当たり月

額 ６ ,５ ０ ０ 円 か ら ８ ,０ ０ ０ 円 に 逆 に 引 き 上 げ と な り ま す 。 父 母 、 孫 等 は

６ ,５００円のまま据え置くものです。  

 また、議案書２７ページでございます。  

 こちらの下のほうでございますが、こちらの新旧対照表のとおり６月期、１２月

期とも勤勉手当の率を１００分の９０月に統一するもので、年間支給率の１ .８月

の増減はございません。  

 議案書１６ページにお戻りいただきまして、中段、ちょっと下側の第３条でござ

います。こちらにつきましては、平成３１年４月１日から施行となるもので、配偶

者の扶養手当は月額１万円から６ ,５００円に段階的に引き下げとなります。逆に、

子の扶養手当は１人当たり月額８ ,０００円から１万円に段階的に引き上げとなり

ます。父母、孫等は６ ,５００円のまま据え置くもので、新旧対照表につきまして

は議案書２９ページでございます。その上段がその改正の部分の金額のところにな

っております。  

 申しわけありません、議案書１６ページへお戻りいただきまして、１６ページの

一番下になります。  

 第４条、１７ページにかけまして、こちらにつきましては町独自の改定でござい

ます。役場新庁舎の業務開始日でございます本年５月７日から施行とするもので、

宿日直における業務量の増加のため、宿日直手当の額を１回当たり４ ,２００円か

ら５ ,０００円に約１９％引き上げるものでございます。  

 新旧対照表につきましては、議案書２９ページの下段のとおりです。  

 議案書１７ページ、申しわけございません、お戻りいただきまして、附則につき

ましてはそれぞれの改正後の施行日及び遡及適用日を定めているものでございます。  

 以上のとおり御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    



２２ 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第９  議案第７号  御代田町特別職の職員で常勤の者等の  

給与に関する条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第９  議案第７号  御代田町特別職の職員で常勤の者等の

給与に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原  浩君  登壇）    

○総務課長（荻原  浩君）   議案書の３０ページをお願いいたします。  

 議案第７号  御代田町特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改

正する条例案について、別紙のとおり提出いたします。  

 こちらにつきましても、本年度の長野県人事委員会勧告に準じまして改正の施行

日ごとに２条立てとし、常勤特別職の給与条例を一部改正するものでございます。  

 議案書３１ページの第１条につきましては、常勤特別職の期末手当について、昨

年１２月１日から遡及適用となるもので、議案書３２ページの新旧対照表の上段の

とおり、昨年１２月期の期末手当を０ .０５月引き上げるものでございます。  

 同じく議案書３１ページの第２条につきましては、常勤特別職の期末手当につい

て本年の４月１日から施行となるもので、議案書３２ページ下段のほうの新旧対照

表のとおり、本年６月期の期末勤勉手当を０ .０２５月引き上げて１ .５７５月とし、

１２月期の期末手当は逆に０ .０２５月引き下げて１ .７２５月として調整するもの

でございます。  

 年間支給率の３ .３月の増減はございません。  

 附則につきましては、それぞれ改正後の施行日、遡及適用日を定めているもので

ございます。  

 以上のとおり御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  
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－－－日程第１０  議案第８号  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第１０  議案第８号  議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原  浩君  登壇）    

○総務課長（荻原  浩君）   議案書の３３ページをお願いいたします。  

 議案第８号  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例案について、別紙のとおり提出いたします。  

 本条例の一部改正につきましては、こちらも本年度の長野県人事委員会勧告に準

じまして改正の施行日及び適用日ごとに２条立てとし、議会議員の報酬等の条例を

一部改正するものでございます。  

 議案書３４ページの第１条につきましては、議会議員の期末手当について昨年

１２月１日から遡及適用となるもので、議案書、次の３５ページ上段の新旧対照表

のとおり、昨年１２月期の期末手当を０ .０５月引き上げるものでございます。  

 同じく議案書３４ページの第２条につきましては、議会議員の期末手当について、

本年４月１日から施行となるもので、議案書３５ページ下段の新旧対照表のとおり、

本年６月期の期末手当を０ .０２５月引き下げて１ .５７５月とし、１２月期の期末

手当は０ .０２５月同じく引き下げまして、１ .７２５月として調整するものでござ

います。こちらも年間支給率３ .３月の増減はございません。  

 附則につきましては、それぞれ改正後の施行日及び遡及適用日を定めているもの

でございます。  

 以上のとおり御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 この際、暫時休憩します。  



２４ 

（午前１１時０１分）  

（休   憩）    

（午前１１時１０分）  

○議長（小井土哲雄君）   休憩前に引き続き、本会議を再開します。  

 

－－－日程第１１  議案第９号  御代田町役場の位置を定める条例の一部を  

改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第１１  議案第９号  御代田町役場の位置を定める条例の

一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  

（総務課長  荻原  浩君  登壇）    

○総務課長（荻原  浩君）   議案書３６ページをお願いいたします。  

 議案第９号  御代田町役場の位置を定める条例の一部を改正する条例案について、

別紙のとおり提出いたします。  

 本条例の一部改正につきましては、議案書３８ページの新旧対照表のとおり、役

場新庁舎の業務開始日５月７日に合わせまして、新たな役場の位置を大字馬瀬口

１７９４番地６に改めるものでございます。  

 以上のとおり御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１２  議案第１０号  御代田町防災行政無線設備の設置及び管理に関する  

条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第１２  議案第１０号  御代田町防災行政無線設備の設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原総務課長。  



２５ 

（総務課長  荻原  浩君  登壇）    

○総務課長（荻原  浩君）   議案書３９ページをお願いいたします。  

 議案第１０号  御代田町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例案について、別紙のとおり提出いたします。  

 本条例の一部改正につきましては、役場新庁舎への設備移転のため、施行日ごと

に２条立てとし、本条例を一部改正するものでございます。  

 議案書４０ページの第１条では、新庁舎の業務開始に備えて本年５月３日に移動

系の防災行政無線であります基地局（現庁舎）でございますが、これと陸上移動局、

車載型と携帯型を廃局します。これにかわる無線設備として、免許及び条例設置不

要のＩＰ無線機──ＮＴＴドコモ社のものですが、こちらを現在も併用しておりま

すので、廃止後につきましてはこちらが移動系の主流となります。  

 この移動系の廃局に合わせまして、現在の固定系の防災行政無線の親局、遠隔制

御器、屋外拡声支局６６カ所ございます。個別受信機６７カ所ございます。この設

置場所や業務及び運用等を整理するものでございます。  

 議案書４０ページ、第２条につきましては前の議案のとおり役場新庁舎での業務

開始日に合わせまして５月７日に親局のほうの位置を変更するものでございます。  

 以上のとおり御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１３  議案第１１号  御代田町介護保険条例の一部を  

改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第１３  議案第１１号  御代田町介護保険条例の一部を改

正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書４５ページをお願いいたします。  



２６ 

 議案第１１号  御代田町介護保険条例の一部を改正する条例案について、別紙の

とおり提出するものでございます。  

 改正理由でございます。御代田町介護保険事業計画の見直しにより、第７期の介

護保険料の改正に伴い、介護保険条例の一部を改正するものでございます。  

 改正内容でございますが、介護保険料の基準月額は現在の第６期が５ ,１６０円

でしたが、第７期は４ ,６１０円に設定し、平均１０ .６６％の引き下げとなります。

介護保険料は所得に応じて負担していただくことになりますので、９段階に分かれ

ております。介護保険事業計画の見直しによる段階ごとの改正につきましては、

４７ページ、新旧対照表を御参照ください。こちらの第６条中、第５号が基準月額

でございまして、６万１ ,９２０円を５万５ ,３２０円に改めるものでございます。  

 ４６ページは改正文でございます。  

 附則でございますが、この条例は平成３０年４月１日から施行する。改正後の御

代田町介護保険条例第６条の規定は平成３０年以降の年度分の保険料から適用し、

平成２９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  

 説明は以上でございます。  

 御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手をお願いします。  

 井田理恵議員。  

（６番  井田理恵君  登壇）    

○６番（井田理恵君）   議席番号６番、井田理恵です。  

 確認という意味でお伺いします。このたびの介護保険料率の値下げは、今、冒頭

の町長の挨拶にもありましたけれども、第６期の介護予防事業の成果の結果と、こ

れまでの成果の結果ということで非常にありがたいことということで理解したいと

思いますけれども、この改正の約１０ .６％の引き下げに伴って、これを改正しな

かった場合の３０年度の現額の金額とそれから改正後の１０％、それがそのままリ

ンクするとはちょっと思いませんのでどのぐらいの差額が出るのか。そして、その

現額につきまして、もし財源の補填はどのようにするのか、お願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    



２７ 

○保健福祉課長（古畑洋子君）   お答えいたします。  

 当町は先ほども説明いたしましたけれども、第７期介護保険事業計画の保険料を

基準月額４ ,６１０円と１０ .６６％引き下げております。  

 今、御質問の第６期の基準月額５ ,１６０円を下げずに、この３０年度の予算に

計上した場合の差額でございますけれども、高齢者も伸びておりますので、約

２ ,８００万円となります。その不足分でございますけれども、７期中の３年間に

つきましては、介護保険基金８ ,０００万円を取り崩しまして、不足分に充ててま

いりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議長（小井土哲雄君）   井田議員。  

○６番（井田理恵君）   理解いたしました。確認ですが、この８ ,０００万円の基金の繰

り入れによって、この第７期はこの見通しでやりたいということでございますね。

わかりました。  

○議長（小井土哲雄君）   ほかに質疑ございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１４  議案第１２号  御代田町後期高齢者医療に関する条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第１４  議案第１２号  御代田町後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書４８ページをお願いします。  

 議案第１２号  御代田町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて、別紙のとおり提出いたします。  

 改正理由でございます。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険

法の一部改正する法律の施行に伴いまして、後期高齢者の医療の確保に関する法律

に追加する条項があるため、御代田町後期高齢者に関する条例の一部を改正するも



２８ 

のでございます。  

 改正概要でございますが、国民健康保険の被保険者が県外から御代田町の介護施

設等に住所を移した場合、従来の従前の県外の住所地が保険者となる住所地特例が

あります。しかし、被保険者が７５歳以上になり後期高齢者になると、住所地特例

が引き継がれず、保険者は現在の住所である御代田町になっていました。本改正に

よりまして、国民健康保険の住所地特例が後期高齢者医療保険でも引き継がれるこ

とになりました。このため、県外から御代田町の介護保健施設等に入られた方が

７５歳になっても従前の住所地が保険者となります。  

 ４６ページは改正文でございます。  

 なお、５０ページは新旧対照表ですので御参照ください。  

 附則でございますが、この条例は平成３０年４月１日から施行する。  

 説明は以上でございます。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１５  議案第１３号  御代田町指定居宅介護支援等の事業の従業者及び  

運営の基準等に関する条例を制定する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第１５  議案第１３号  御代田町指定居宅介護支援等の事

業の従業者及び運営の基準等に関する条例を制定する条例案についてを議題としま

す。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書５１ページをお願いいたします。  

 議案第１３号  御代田町指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準等に

関する条例を制定する条例案について、別紙のとおり提出するものでございます。  

 制定理由でございますが、平成２６年の介護保険法改正において、保険者機能の

強化の観点から市区町村における介護支援専門員の支援を充実することを目的とし、



２９ 

平成３０年度から居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市区町村に移譲さ

れます。これに伴い、条例を制定するものでございます。  

 ５２ページからは、御代田町指定居宅介護支援等の事業の従事者及び運営の基準

等に関する条例案でございます。  

 第１条は趣旨でございまして、申請者の要件並びに従事者及び運営に関する基準

について定めるものでございます。第２条は定義、第３条は申請者の要件、第４条

は基本方針として利用者が可能な限り能力に応じ、自立した日常生活を営むことが

できるよう配慮すること、公正・中立に行われること等が示されております。  

 ５３ページからは主なものを説明します。  

 第５条は介護支援専門員の設置、第６条は管理者について定めており、常勤の管

理者、主任介護専門員の設置についてでございます。  

 ５４ページの第８条はサービス提供拒否の禁止、第９条はサービスの提供が困難

である場合の措置でございます。第１０条は受給資格等の確認。  

 ５５ページに参りまして、第１２条は身分証明書、第１３条は利用料等の受領、

第１４条は基本的な取り扱い方針。  

 ５６ページに参りまして、第１５条の基本的な取り扱い方針については、

５６ページから６０ページまで定めております。  

 ６１ページの第１９条は管理者の責務、６２ページの第２０条は運営規定、

６３ページの第２５条は秘密の保持等、６４ページの第２９条は事故発生時の対応

等が示しております。  

 ６６ページの附則でございます。この条例は平成３０年４月１日から施行する。

ただし、第１５条第１８号の２の規定については平成３０年１０月１日から施行す

る。  

 ２、平成３３年３月３１日までの間は第６条第２項の規定にかかわらず、介護支

援専門員を第６条第１項の規定にする管理者とすることができる。  

 説明は以上です。御審議をいただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  



３０ 

 

－－－日程第１６  議案第１４号  御代田町指定地域密着型サービスの事業の人員、  

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第１６  議案第１４号  御代田町指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案に

ついてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書６７ページをお願いします。  

 議案第１４号  御代田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、別紙のとおり提出する

ものです。  

 改正理由ですが、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、御代田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。  

 主な改正概要は、次の３点でございます。  

 まず１つ目は、生涯福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援または

放課後デイサービスの指定を受けた事業所であれば、協働型、地域密着型、通所介

護の指定を受けられるものとし、基準を設定しております。  

 ２つ目は、地域密着型施設系サービスにおける身体拘束等の適正化を図るための

措置の文言の追加でございます。  

 ３つ目は、日常的な医療管理やみとり、ターミナルなどの機能と生活施設として

の機能を兼ね備えた新たな介護保険施設である介護医療院の文言の追加でございま

す。  

 ６８ページから７４ページは改正文でございます。  

 なお、７７ページからは新旧対照表ですので御参照ください。  

 ７６ページ、附則でございますが、この条例は平成３０年４月１日から施行する。  

 説明は以上です。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  
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 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

 井田理恵議員。  

（６番  井田理恵君  登壇）    

○６番（井田理恵君）   議席番号６番、井田理恵でございます。  

 １点、介護医療院という新たな定義の施設が新しく出てまいりましたので、この

定義につきましては条例の中を見ましても具体的なことがあまり示されておりませ

んので、少し追加補足の説明をお願いしたいと思います。そういう意味では、これ

から出てくる言葉ですので、こういった場で少し確認をしたいと思います。  

 それから、こういう介護医療院とは、当町のほうにはまだ該当はないと思うんで

すけど、その辺の確認もお願いします。  

○議長（小井土哲雄君）   古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   お答えいたします。  

 介護医療院でございますけれども、今後、増加が見込まれる慢性期の医療、介護

ニーズへの対応のため、日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れやみとり、

ターミナル等の機能と生活施設としての機能を兼ね備えた介護保健施設でございま

して、長期療養を目的とした施設となっております。  

 開設主体でございますけれども、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの

非営利法人となっておりまして、当町はまだそういった動きはございません。  

 以上です。  

○議長（小井土哲雄君）   井田議員。  

○６番（井田理恵君）   終わります。  

○議長（小井土哲雄君）   ほか質疑ございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１７  議案第１５号  御代田町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する  
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条例案について－－－  

○議長（小井土哲雄君）   日程第１７  議案第１５号  御代田町指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書１０５ページをお願いします。  

 議案第１５号  御代田町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、別紙のとお

り提出するものでございます。  

 改正理由でございますが、こちらも地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正に伴うものでございます。  

 主な改正概要でございますが、次の２点でございます。  

 まず１つ目でございますが、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所事業にお

ける身体拘束等の適正化を図るための措置の文言の追加でございます。  

 ２つ目でございますが、日常的な医学管理やみとり、ターミナルなどの機能と生

活施設としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設である介護医療院の文言の追

加でございます。  

 １０６ページ、１０７ページは改正文でございます。  

 なお、１０８ページからは新旧対照表ですので御参照ください。  

 １０７ページの附則でございますが、この条例は平成３０年４月１日から施行す

る。  

 説明は以上です。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    
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 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１８  議案第１６号  御代田町保健センターの設置に関する条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第１８  議案第１６号  御代田町保健センターの設置に関

する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書１１４ページをお願いします。  

 議案第１６号  御代田町保健センターの設置に関する条例の一部を改正する条例

案について、別紙のとおり提出します。  

 改正理由でございますが、御代田町保健センターの移転に伴い、位置を改め施設

の貸し出しについて改めるための改正でございます。  

 改正概要でございますが、御代田町保健センターの位置を御代田町大字馬瀬口

１７９４番地６に改め、集団指導室、集会室等を廃止することに伴う規定の整備で

ございます。  

 １１５ページは改正文でございます。  

 なお、１１６ページからは新旧対照表ですので御参照ください。  

 附則でございますが、この条例は平成３０年５月７日から施行する。  

 説明は以上です。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第１９  議案第１７号  御代田町消防団員等公務災害補償条例の  

一部を改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第１９  議案第１７号  御代田町消防団員等公務災害補償

条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。  
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 提案理由の説明を求めます。  

 大塚消防課長。  

（消防課長  大塚紀明君  登壇）    

○消防課長（大塚紀明君）   議案書の１１８ページをご覧ください。  

 議案第１７号  御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案に

ついて、別紙のとおり提出するものでございます。  

 改正理由でございますが、御代田町消防団員等公務災害補償条例は国の非常勤消

防団員等公務災害補償条例に定められております。このたび、国の条例改正により

まして改正するものでございます。  

 内容につきましては、１２０ページから１２２ページの新旧対照表をご覧くださ

い。  

 主な改正は、１２１ページ、第５条２項、区分ごとに基礎額が分かれておりまし

たが、２つの区分になって基礎額がなっております。  

 附則としまして、施行日、この条例は平成３０年１月１日から施行する。経過措

置等でございます。  

 説明につきましては、以上でございます。御審議いただきますよう、よろしくお

願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２０  議案第１８号  御代田町保育料徴収条例の一部を  

改正する条例案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２０  議案第１８号  御代田町保育料徴収条例の一部を

改正する条例案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山町民課長。  

（町民課長  小山岳夫君  登壇）    

○町民課長（小山岳夫君）   議案書の１２３ページご覧ください。  
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 議案第１８号  御代田町保育料徴収条例の一部を改正する条例案について。  

 御代田町保育料徴収条例の一部を改正するについて、別紙のとおり提出するもの

でございます。  

 平成３０年御代田町長ということです。  

 町長の挨拶にありましたとおり、国は子ども・子育て支援策充実のため、段階的

に幼児教育の段階的無償化、これを実施しているところでございます。  

 平成３０年度においては、別表第１、認定こども園の一覧表になりますけれども、

そのうちの第３の２、市町村民税所得割課税額７万７ ,１００円以下──これがど

ういうことかといいますと年収３６０万円以下が目安になってまいります、のひと

り親家庭以外の保育料を引き下げるという内容でございます。  

 １２４ページをご覧ください。  

 御代田町保育料徴収条例の一部を改正する条例案。  

 御代田町保育料徴収条例の一部を次のように改正するということで、改正金額に

つきましては、１２５ページ、新旧対照表をご覧いただけるとわかりやすいかと思

います。  

 表の右側中段が改正額、アンダーラインを引いてある部分が改正対象の額となっ

てまいります。括弧づきの数字につきましては、第２子ということでございます。

括弧づきの一番右側の６ ,３００円が左側４ ,５００円に引き下げとなるということ

でございます。括弧のつかない数字につきましては第１子でございまして、１万

２ ,７００円が９ ,１００円、大体３割程度の引き下げとなるということでございま

す。  

 附則につきましては、施行期日平成３０年４月１日でございます。  

 施行日前の保育料の徴収については、なお従前の例によるということでございま

す。  

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

 市村議員。  

（１２番  市村千恵子君  登壇）    

○１２番（市村千恵子君）   議席番号１２番、市村千恵子です。  
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 １点お聞きいたします。今回の改正による保育料軽減の対象人数と軽減の総額に

ついてお聞きいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   小山町民課長。  

（町民課長  小山岳夫君  登壇）    

○町民課長（小山岳夫君）   お答えをいたします。  

 繰り返しになりますけれども、町の保育料徴収条例の別表第１とは認定こども園

が対象になってまいります。御代田町から通っている幼児がいる認定こども園、こ

れは小諸幼稚園に限られるということになります。小諸幼稚園には４月以降、６名

のお子様が通うということになっております。今回、保育料引き下げを行う所得階

層のお子様はおりません。したがって、対象者ゼロ、それから軽減額もゼロという

ことになります。  

○議長（小井土哲雄君）   市村議員。  

○１２番（市村千恵子君）   終わります。  

○議長（小井土哲雄君）   ほか質疑ございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２１  議案第１９号  平成３０年度御代田町一般会計予算案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２１  議案第１９号  平成３０年度御代田町一般会計予

算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   それでは、議案書の１２６ページをお開きください。  

 議案第１９号  平成３０年度御代田町一般会計予算案について。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、平成３０年度御代田町一般会計予算

を別冊のとおり提出する。  

 平成３０年３月５日  提出  

 御代田町長  

 別冊の当初予算書の１ページをお開きください。  
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 平成３０年度御代田町の一般会計の予算は次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ５９億１ ,６４３万７ ,０００円

と定める。  

 ２としまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表  

歳入歳出予算」による。  

 （債務負担行為）  

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は「第２表  債務負担行為」による。  

 （地方債）  

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第３表  地方債」によ

る。  

 （一時借入金）  

 第４条、地方自治法第２３５条の３、第２項の規定による一時借入金の借り入れ

の最高額は１５億円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

 第５条、地方自治法第２２０条第２項、ただし書きの規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  

 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  

 次の２ページから７ページまでの第１表歳入歳出予算につきましては、本日配付

をさせていただきました資料１で御説明をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。  

 平成３０年度一般会計当初予算の内容の資料になります。  

 総額５９億１ ,６４３万７ ,０００円で前年にくらべまして１３億６ ,７０６万

２ ,０００円、１８ .８％の減となってございます。こちら減少の理由ですが、役場

庁舎整備事業の庁舎本体工事が完了したことにより大きく減額となってございます。  

 それでは、歳入の主なものについて御説明をさせていただきます。  

 款１、町税でございます。全体で２２億３ ,５７６万６ ,０００円となってござい
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まして、１ ,６３４万７ ,０００円の減としてございます。評価替えによる固定資産

税の減が要因となってございます。  

 項１の町民税、８億８ ,０６９万円でございます。こちら個人町民税の減税、現

年課税分で７億３ ,０４０万円、法人町民税の現年課税分で１億５ ,０２９万円を計

上させていただいてございます。  

 項２、固定資産税、１０億８ ,２０９万２ ,０００円でございます。こちら現年課

税分の土地で３億３１０万円、家屋で４億８ ,２１０万円、償却資産では２億

８ ,６９７万円を計上させていただいております。  

 項３、軽自動車税、５ ,１２５万円でございます。こちら軽自動車、台数の増に

よりまして３７０万８ ,０００円ほど増になってございます。  

 項４、町たばこ税は、１億７８２万円でございまして、減煙傾向にございます状

況から４０８万円の減と見込んでございます。  

 項５、都市計画税は、１億１ ,３９１万４ ,０００円でございます。先ほど固定資

産 税 で も 申 し 上 げ ま し た と お り 、 評 価 替 え に よ る 減 と い う こ と で ９ ６ 万

５ ,０００円の減で見込んでございます。  

 続いて、款２、地方譲与税から款９の地方特例交付金でございます。こちらにつ

きましては、長野県の税収等収入見込みを参考に計上をさせていただいております。

全体で２ ,６２０万円の増と見込んでおります。  

 款１０、地方交付税は、１１億８ ,０００万円でございまして、普通交付税

１１億円、特別交付税８ ,０００万円と前年度と同額での計上でございます。  

 ２ページをお願いいたします。  

 款１２、分担金及び負担金、項１の負担金です。９ ,９１９万８ ,０００円でござ

いまして、こちら保育園料負担金７００万円ほど増になっております。比較しまし

て８６６万６ ,０００円の増となっております。内容につきましては、保育料負担

金で７ ,９４４万２ ,０００円、管外保育の負担金５１７万１ ,０００円などでござ

います。  

 款１３、使用料及び手数料、項１使用料、６ ,４９４万２ ,０００円で、こちら住

宅使用料が前年に比べまして５１８万円ほど減となっております。その影響により

まして６８７万９ ,０００円の減となってございます。主なものとしまして、道路

占用料８２６万円、住宅使用料２ ,８４６万円等の収入でございます。  
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 款１４、国庫支出金、項１、国庫負担金、３億５ ,０２１万円の計上でございま

す。障害者自立支援給付の負担金としまして７ ,３１５万円、児童手当の負担金と

して１億８ ,９５４万８ ,０００円を見込んでございます。  

 項２、国庫補助金、９ ,９０５万２ ,０００円で、こちらは前年に比べまして

９ ,１２５万７ ,０００円の減と大きく減少になってございます。こちらは昨年

２９年度にございました臨時福祉給付金給付事業補助金が４ ,５１７万円ほど、社

会資本整備総合交付金が４ ,５９４万円ほど減となってございます。内容につきま

しては、子ども・子育て支援交付金で６３０万３ ,０００円、社会資本整備総合交

付金で７ ,３６０万５ ,０００円を計上させていただいております。  

 款１５、県支出金、項１、県負担金、１億９ ,４００万８ ,０００円となってござ

い ま す 。 国 庫 の 負 担 金 で も 御 説 明 し ま し た 障 害 者 自 立 支 援 給 付 負 担 金 で

３ ,６５７万５ ,０００円、保険基盤安定事業負担金で５ ,６０６万４ ,０００円でご

ざいます。  

 項２の県補助金、８ ,２６３万６ ,０００円でございます。こちらも障害者児医療

費補助金として１ ,６１９万２ ,０００円、農山漁村地域整備交付金としまして

７３４万４ ,０００円でございます。  

 項３、委託金、３ ,９３４万６ ,０００円でございまして、来年度実施をされます

長野県知事選挙費の委託金としまして９１７万円でございます。長野県の議会議員

選挙は来年４月に実施をされるという状況でございまして、その準備に当たる委託

金として２１５万８ ,０００円でございます。  

 款１７、寄附金では６ ,５００万２ ,０００円の計上でございます。ふるさと納税

寄付金で６ ,５００万円を見込んでございます。  

 款１８、繰入金、項１の基金繰入金、３億３ ,０８８万９ ,０００円でございます。

こちら８億９ ,１４４万６ ,０００円の減と大きく減少をしてございます。役場庁舎

整備事業に充てた整備基金１０億４ ,７７７万円の減が要因でございます。来年度

につきましては、ふるさと創生基金から繰入金としまして３ ,９７０万９ ,０００円、

財政調整基金の繰入金２億１５０万円、役場庁舎整備基金繰入金としまして

８ ,９６８万円を計上してございます。  

 ３ページをお願いいたします。  

 款２０、諸収入、項３、貸付金元利収入でございます。４５６万１ ,０００円で
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２ ,１１８万６ ,０００円の減となってございます。こちら地域総合整備資金の償還

金２ ,１０５万８ ,０００円が減となってございます。それにより大きく減としてご

ざいます。  

 項４、雑入、８ ,９５９万８ ,０００円であります。土地改良維持管理適正化事業

の 交 付 金 １ ,１ ７ ０ 万 円 、 消 防 団 員 の 退 職 報 奨 金 、 こ ち ら が １ ,３ ３ ３ 万

３ ,０００円の増となってございます。  

 款２１の町債です。５億８ ,８７０万円を計上してございます。公共施設等適正

管理推進事業債としまして１億３ ,６３０万円、公共事業等債としまして１億

８ ,８４０万円、臨時財政対策債２億４ ,４００万円を計上してございます。  

 続きまして、４ページ、歳出になります。こちらも主なものを説明をさせていた

だきます。  

 款２、総務費、項１、総務管理費、８億３ ,１５９万７ ,０００円でございます。

電算処理のシステム機器の更新委託料としまして２ ,２２９万１ ,０００円、役場庁

舎の整備経費としまして１億５ ,０７２万円、フォトフェスティバルの関係経費と

しまして３ ,９８５万５ ,０００円を計上してございます。  

 項４の選挙費１ ,８７０万８ ,０００円でございます。来年度につきましては先ほ

ど収入でも申し上げましたとおり、長野県知事選挙と長野県議会議員の選挙の経費

を計上してございます。町の選挙としましては、御代田町長選挙を予定しておりま

す。６４７万４ ,０００円の計上でございます。  

 款３、民生費、項１、社会福祉費、８億５ ,３９７万８ ,０００円でございます。

こちら国民健康保険の特別会計の繰出金等の減額により１ ,２３３万１ ,０００円減

となってございます。そちらの国民健康保険特別会計繰出金資金は１億９５８万

８ ,０００円の計上でございます。地域福祉センターの施設改修事業、こちらも計

画してございます。  

 項２の児童福祉費、７億７ ,０７１万円でございます。私立保育所の保育委託料

としまして、１億３ ,９４１万７ ,０００円、また雪窓保育園の施設改良事業としま

して１ ,７８６万６ ,０００円を計上しました。  

 款４の衛生費、項１の保健衛生費でございます。１億６ ,５８７万円となってご

ざいます。佐久広域の第３次医療負担金としまして１ ,０７５万５ ,０００円、予防

接種の医師委託料３ ,０８０万円等を計上させていただいてございます。  



４１ 

 項２の清掃費、２億８ ,５０６万５ ,０００円でございます。こちら一般廃棄物の

処理委託料の増等によるものでございます。１ ,７７８万１ ,０００円の増となって

おります。その一般廃棄物の処理委託料では、８ ,９６８万８ ,０００円の計上でご

ざいます。新クリーンセンターの整備負担金としまして１ ,５４３万６ ,０００円を

計上してございます。  

 款６、農林水産業費、項１、農業費８ ,５４４万円の計上でございます。農業次

世代人材投資資金としまして４５０万円、中山間地域直接支払交付金としまして

６４２万３ ,０００円でございます。  

 項２、林業費１ ,２９８万５ ,０００円でございまして、有害鳥獣の駆除報償金

１４４万円、林地台帳システムの整備事業としまして１ ,０７０万円等を計上しま

した。  

 項３、農地費、１億４７５万６ ,０００円でございます。こちら農山漁村の基盤

整備の促進事業としまして１ ,４４０万円、土地改良施設維持管理適正化事業とし

まして１ ,５０８万円をお願いしてございます。  

 ５ページをお願いいたします。  

 款７の商工費になります。９ ,１４８万４ ,０００円でございます。町長挨拶にも

ございましたとおり工業振興奨励補助金で２ ,６１７万７ ,０００円の増で計上して

ございます。このほか、龍神まつりの補助金７００万円をお願いしてございます。  

 款８、土木費、項２の道路橋梁費になります。４億２ ,７７０万７ ,０００円でご

ざ い ま す 。 こ ち ら も 大 き な 事 業 と し ま し て 、 都 市 再 生 整 備 計 画 事 業 １ 億

８ ,２０３万１ ,０００円、社会資本整備総合交付金事業１億１０万円等の計上でご

ざいます。  

 続きまして、款９消防費では２億９ ,３９６万４ ,０００円でございます。防火水

槽の設置工事としまして、馬瀬口地区の設置工事で８００万円、可搬ポンプの購入

費で４４１万２ ,０００円あるいは防災行政無線の新庁舎設備の移設工事としまし

て１ ,０５８万４ ,０００円を計上してございます。  

 款１０、教育費になります。項３、中学校費、７ ,６５４万６ ,０００円でござい

まして、こちらエアコン、扇風機の設置事業としまして１ ,８４４万５ ,０００円の

工事費計上でございます。  

 項４の社会教育費、１億４ ,０９９万７ ,０００円でございます。こちらは複合文
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化施設の修繕工事としまして６４４万８ ,０００円の計上でございます。  

 款１２、公債費になります。９億３ ,４６４万６ ,０００円でございます。元金の

償 還 と し ま し て ８ 億 ９ ,６ ８ ５ 万 ８ ,０ ０ ０ 円 、 町 債 の 利 子 分 と し ま し て

３ ,７２８万８ ,０００円を計上してございます。  

 ６ページになりますが、予備費は前年同額２ ,０００万円を計上してございます。  

 先ほどの予算書の８ページをお開きいただきたいと思います。  

 第２表  債務負担行為になります。  

 事項としまして、子ども子育て支援事業計画策定業務、期間は平成３０年度から

３１年度まで、限度額でございますが２５８万３ ,０００円でございまして、

３０年度予算計上しました８１万７ ,０００円と合計した３４０万円で事業を実施

させていただきます。  

 ９ページ、お願いいたします。  

 第３表の地方債になります。  

 起債の目的、公共施設等適正管理事業としまして１億３ ,６３０万円、こちら役

場庁舎の整備事業と地域福祉センターハートピアの改修事業に充てる予定でござい

ます。  

 続きまして、公共事業等債１億８ ,８４０万円でございます。こちらは農山漁村

の地域整備交付金事業、都市再生整備計画事業、社会資本整備総合交付金事業に充

てさせていただきます。  

 続きまして、緊急防災・減災事業としまして２ ,０００万円でございます。町単

独の道路新設改良事業の一部、また防火水槽の設置工事に充当となってございます。  

 臨 時 財 政 対 策 債 は ２ 億 ４ ,４ ０ ０ 万 円 で ご ざ い ま し て 、 限 度 額 合 計 ５ 億

８ ,８７０万円としてございます。起債の方法につきましては証書借り入れまたは

証券発行、利率につきましては年４％以内となってございます。償還の方法は政府

資金についてはその融資条件により銀行、その他の場合にはその債権者と協定する

ものとすると、ただし町財政の都合により据え置き期間及び償還期限を短縮し、ま

たは繰り上げ償還もしくは低利に借り換えすることができるものとしてございます。  

 説明は以上となります。よろしく御審議をいただきますよう、お願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 昼食のため休憩します。午後は１時半より再開します。  
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（午後  ０時０５分）  

（休   憩）    

（午後  １時３０分）  

○議長（小井土哲雄君）   休憩前に引き続き、本会議を再開します。  

 これより議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。池田る

み議員。  

（５番  池田るみ君  登壇）    

○５番（池田るみ君）   議席番号５番、池田るみです。  

 ４点について、質問させていただきます。  

 まず、一般会計予算書の２７ページ、繰越金、基金繰入金、役場庁舎整備基金繰

入金８ ,９６８万円を繰入れますが、役場庁舎整備基金の残高が幾らになりますか。  

 そして、２点目が歳出で６２ページ、民生費、社会福祉費、老人福祉費、

１３０２０個別施設計画策定委託料２１５万円の委託内容について、同じ６２ペー

ジの民生費、社会福祉費、老人福祉費、１５０２０施設改修工事４ ,２９４万

１ ,０００円の工事内容について。  

 ４点目は、１２８ページ、教育費、社会教育費、社会教育総務費、１５０２０複

合文化施設修繕工事６４４万８ ,０００円の工事内容について、４点伺います。  

○議長（小井土哲雄君）   荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   それでは、私のほうから役場庁舎整備基金の残高につい

て御説明をいたします。  

 平成２８年度末で１２億８ ,４５５万円の残高でございました。２９年度整備事

業費に繰入れ年度末の基金残高は、４億４ ,３６５万円ほどになる見込みでいます。  

 先ほど池田議員からもございましたが、平成３０年度予算においても、整備事業

費に８ ,９６８万円を繰入れまして、利子分として１０万円積み立てる予算の計上

となってございます。３０年度末の基金残高の見込みは、３億５ ,４０７万円ほど

になる予定でおります。  

 以上です。  

○議長（小井土哲雄君）   古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    
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○保健福祉課長（古畑洋子君）   それでは、私の方から２点目、３点目の質問に対してお

答えをいたします。  

 まず、個別施設計画策定委託料の関係でございますが、個別施設計画は当町の福

祉施設であります地域福祉センターや、やまゆり共同作業所の整備内容や時期、費

用等を具体的に表す計画でございます。計画を策定し事業を実施することによりま

して、中長期的な維持管理にかかわるコストの縮減及び予算の平準化が図れること

ができます。  

 また、平成３０年度に実施予定の地域福祉センター大規模改修工事につきまして

は、公共施設等適正管理推進事業債の長寿命化事業を利用をします。このため、個

別施設計画策定が必須となっておりまして、計画策定には専門的な知識が必要とす

るため、委託をしてまいります。  

 ２点目の施設改修工事の工事内容でございますけれども、大規模施設工事、改修

工事でございますが、これは地域福祉センターの空調エアコン改修工事としまして、

２ ,４００万円、給湯施設改修工事としまして９７０万円、都市ガス設備工事とし

まして、９２０万円となっております。  

 以上でございます。  

○議長（小井土哲雄君）   内堀教育次長。  

（教育次長  内堀岳夫君  登壇）    

○教育次長（内堀岳夫君）   私のほうから４点目の複合文化施設修繕工事の６４４万

８ ,０００円の工事内容についてお答えします。  

 こちらは、あつもりホールの舞台機構制御盤の修繕工事になります。舞台の吊り

物である緞帳などの上げ下げの動きにおくれが出てきているものがありまして、そ

の作動を管理する制御盤の経年劣化が生じてきたことから、交換修繕を行うもので

す。  

 制 御 盤 本 体 、 そ れ か ら 工 事 費 、 処 分 費 等 の 諸 経 費 を 含 め ま し て ６ ４ ４ 万

８ ,０００円となっております。  

 以上です。  

○議長（小井土哲雄君）   池田るみ議員。  

○５番（池田るみ君）   役場庁舎整備基金残高が３億５ ,４０７万円ということでありま

すけれども、３０年度に第２期工事も終了します。今後、この基金はどのようにし
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ていかれる考えなのが、１点伺います。  

 もう１つ、ハートピアの修繕ということで、財源が３ ,９７０万円は先ほども課

長からありましたように、公共施設等適正管理維持事業債を使うということになっ

ているようですが、普通交付税措置のあるこれもものだということであります。普

通交付税の見込み額はどのぐらいを見込んでいるのかお伺いします。  

○議長（小井土哲雄君）   荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   お答えをいたします。  

 役場庁舎の整備基金の関係になりますけれども、予定といたしますと、平成

３１年度に現庁舎の取り壊しの業務がとり行われるということになっておりまして、

そこへ基金充当をする予定となってございます。それ以外につきましては、残額が

出るようなことになろうかと思います。その時点で現在ある基金に積み増しをして

いくのか。また、新たなこういった整備基金が必要になるのか、そこら辺を十分検

討いたしまして、そういった基金に積みかえをするような手続をとってまいりたい

と考えているところでございます。  

 それと、先ほどハートピアの事業に充てる起債の関係でございます。申しわけご

ざいません。こちら普通交付税の措置が実際に役場庁舎と同程度であるものでござ

いますが、計算したものがちょっと手元にございませんので、後ほどこちらは御報

告させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。  

○議長（小井土哲雄君）   古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   お答えいたします。  

 先ほどの御質問でございますけれども、充当率につきましては９０％、交付税参

入率につきましては３０％となっておりまして、金額としては１ ,１７０万円ほど

となります。  

 以上でございます。  

○議長（小井土哲雄君）   池田るみ議員。  

○５番（池田るみ君）   ３０％の１ ,０７０万円程度の交付税見込まれるということだっ

たんですけども、この起債に対しての利率とこの交付税措置の差はどのくらいかと

いうところまではわかりますでしょうか。  
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○議長（小井土哲雄君）   荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   お答えをいたします。  

 来年度、平成３０年度の借り入れにつきましては、現在の予定で行きますと、

３０年度の末に借り入れをするような状況になりますもので、現状、借り入れの率

がどの程度になるかということは、せっかくなところ申し上げられませんもので、

御了解いただければと思います。よろしくお願いします。  

○議長（小井土哲雄君）   池田るみ議員。  

○５番（池田るみ君）   終わります。  

○議長（小井土哲雄君）   ほか、ございますか。荻原謙一議員。  

（２番  荻原謙一君  登壇）    

○２番（荻原謙一君）   議席番号２番、荻原謙一です。  

 ２件の議案に対する質疑をいたします。  

 １件目ですが、９７ページ、款６、農林水産産業費、項３農地費、土地改良施設

維持管理適正化事業経費１ ,５０８万円の事業概要は、また、土地改良維持管理適

正化事業交付金１ ,１７０万円が財源として充てられていると思われます。  

 歳入の款２０諸収入、３０ページに計上がされているが、国、または県からの交

付金ではないかお伺いします。  

 ２件目です。  

 ページ、１０５、款８、土木費、項２、道路橋梁費、目５、町単独道路新設改良

費５ ,３３０万円の事業概要は、また、地方債の緊急防災、減災事業債１ ,２００万

円が充てられているが、どのような地方債であるかお伺いします。  

○議長（小井土哲雄君）   大井産業経済課長。  

（産業経済課長  大井政彦君  登壇）    

○産業経済課長（大井政彦君）   お答えいたします。  

 まず、１点目の土地改良施設維持管理適正化事業の概要でございます。  

 この事業は、揚水機、ポンプ場、ダム、頭首工、水門、ため池、用排水路、畑か

ん施設などの農業水利施設を対象とし、当該施設のポンプ、モーターのオーバー

ホール、ゲートの塗装、用水路のしゅんせつ、機会等の部品の交換などのように数

年から１０年に一度行うような施設の大きな整備保証にかかる費用について、全国
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土地改良事業団体連合会が管理運営する土地改良施設維持管理適正化資金を財源と

した交付金が長野県土地改良事業団大連合会を経由し、市町村や土地改良区といっ

た実施団体へ交付される仕組みとなっております。この交付金を活用いたしまして、

以前から改修要望のありました三ツ谷地区にあります農業用ため池、蛇谷地池の改

修工事を実施します。このため池は堤体ののり面が波浪によって浸食され、安全ネ

ット柵や流入水路が老朽化により破損され、機能低下が著しく補修が必要となって

いるため、ブロック積みネットフェンス設置、しゅんせつ及び取水施設などの整備

を行い、長寿命化と安全確保を図るものでございます。  

 また、１ ,１７０万円が充てられている財源についてでございますが、予算書の

３０ページのとおり、１ ,１７０万円は土地改良維持管理適正化事業交付金となっ

ております。この土地改良維持管理適正化事業交付金は、国、県からの補助金や交

付金とは異なりまして、荻原議員も御存じかと思いますけれども、全国土地改良事

業団体連合会、こちらが管理運営します土地改良施設維持管理適正化資金を財源と

した交付金でございます。  

 全国土地改良事業団体連合会から都道府県団体連合会を経由し、市町村土地改良

区といった実施団体へ交付されます。全国土地改良事業団体連合会は、土地改良法

により全国及び都道府県レベルで土地改良区、農業協同組合、市町村等の土地改良

事業を行う共同組織として設立され、土地改良事業の適正かつ効率な運営を確保し、

共同の利益を増進する目的で非営利法人として制度化されている団体でございます。  

 平成３０年度に実施する適正化事業の交付金は、連合会が管理運営するその資金

から設計費と工事費を合わせた１ ,３００万円のうち、９０％の１ ,１７０万円が交

付されることとなるため、歳入の款２０項４雑入、農林水産業費雑入に計上させて

いただきました。  

 交付を受けるに当たりましては、本事業の仕組みにより土地改良施設維持管理適

正化資金の資金造成が必要になります。この事業全体の設計工事費１ ,３００万円

のうち３０％の３９０万円を拠出金として５年分割で長野県土地改良事業団体連合

会へ支払うことになります。  

 本事業にかかる１ ,３００万円と拠出金３９０万円、また１０％の工事負担金

１３０万円を合わせると、総額１ ,８２０万円になりますが、交付額の１ ,１７０万

円を充当しますと６４％が交付金で賄われることになりまして、実際の支出として
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は６５０万円となります。  

 説明のほうは以上です。  

○議長（小井土哲雄君）   金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   お答えいたします。  

 町単独道路新設改良費５ ,３３０万円の事業概要でございます。  

 新設を計画しております路線は馬瀬口、八ヶ倉地区の県道御代田停車場線から北

小学校へ上る八ヶ倉南裏線と小田井地区の御代田浄化管理センター付近の六反１号

線になります。両路線とも平成２９年度に測量設計、用地取得、物件補償を実施し

平成３０年度に道路改良工事を計画しております。  

 八ヶ倉南裏線は道路幅員８ .５ｍ、２車線片側歩道、延長６０ｍを予定しており

ます。  

 六反１号線は、道路幅員５ .０ｍの１車線でございます。全長１９０ｍで、平成

３０年度は８６ｍを予定しております。また、前年度からの継続路線としたしまし

て、児玉地区の井戸沢処分場向かい側の諏訪神社前の神社線と面替区の湯川にかか

る面替橋から下流側に沿った辰己畑岩下線を引き続き改良いたします。神社線につ

きましては、産業経済課が実施する農業用用排水路工事にあわせまして、改良工事

を実施してまいります。幅員は４ .０ｍで１００ｍ予定しております。  

 辰己畑岩下線につきましては、新クリーンセンターの建設に伴う面替区の要望事

項であります道路でございます。道路幅員は３ .０ｍで延長は１５０ｍを予定して

おります。  

 続いて、地方債の緊急防災減災事業債１ ,２００万円が充てられているこの地方

債についてでございます。緊急防災減災事業債は、東日本大震災を教訓としまして、

緊急的に実施する必要性が高く、即効性のある防災減災などのための事業のうち、

住民の避難、行政、社会機能の維持及び災害に強いまちづくりを資するため、地方

単独事業を対象にする地方債でございます。  

 なお、地方債の充当率でございますが、充当率は１００％でそのうちの交付税参

入率は７０％となっております。  

○議長（小井土哲雄君）   荻原謙一議員。  

○２番（荻原謙一君）   終わります。  
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○議長（小井土哲雄君）   ほか、質疑ございますか。市村千恵子議員。  

（１２番  市村千恵子君  登壇）    

○１２番（市村千恵子君）   議席番号１２番、市村千恵子です。  

 ６点ほどお聞きしたいと思います。  

 予算書の６６ページお願いいたします。  

 ６６ページの民生費、項２の児童福祉費の説明のほうでいきますと、子育て応援

ヘルパー事業委託料ということで、今年度５万４ ,０００円ほど上げられています。

町長の召集挨拶でもお話がありましたように、子育て支援を強めていくということ

で今回新規事業的にお話ありました。  

 この内容と、それからその下にあります子ども子育て支援計画策定業務委託料と

いうことで、今年度８１万７ ,０００円、これ来年度と２年計画でやっていくとい

うふうなことを先ほど議案上程のときに説明も受けました。この委託の内容につい

て、どういうところに委託していくのかも含めてお願いしたいと思います。  

 それと、６８ページになります。  

 ６８ページの説明欄のところの一番下のほうにありますが、認定こども園振興経

費ということで、施設方給付費ということで２００万が計上されています。保育料

徴収条例の保育料減額というところでも、説明を受けたわけですけれども、認定保

育園というのが小諸幼稚園のみということなんですけれども。この給付型給付金

２００万円の内容についてお願いしたいと思います。  

 続きまして、８５ページのほうになります。  

 民生費、項２の清掃費のことでありますけれども、新クリーンセンターの整備負

担金ということで、今年度１ ,５４３万６ ,０００円が計上されています。これまで、

この負担金の総額、整備にあたっての負担金の総額は幾らなのか。町長の召集挨拶

にも説明を受けたわけですけれども、新クリーンセンターの整備の進捗状況につい

てをお願いしたいと思います。  

 次が１０４ページになります。  

 １０４ページの款８土木費の目３の都市再生整備計画事業費ということでありま

すけれども、この内容についてをお願いしたいと思います。  

 また、交付金の状況というのは、どうなっているのか、その点についてお願いし

ます。  
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 次が、同じく１０４ページです。  

 その下の社会資本整備総合交付金事業費ということで、橋梁修繕事業経費という

のが計上されているわけですけれども、この橋梁修繕事業経費と道路修繕事業の内

容についてを、事業の内容についてお願いしたいと思います。  

 また、橋梁についての整備率はどの程度になっているのかもお聞きしたいと思い

ます。  

○議長（小井土哲雄君）   小山町民課長。  

（町民課長  小山岳夫君  登壇）    

○町民課長（小山岳夫君）   町民課が担当しております御質問の１点目から４点目までお

答えをさせていただきます。  

 まず、１点目の６６ページ、子育て応援ヘルパー事業委託料５万４ ,０００円の

内容でございます。  

 満１歳未満児のことを法律上乳児と言います。乳児を養育している体調不良や育

児不安で援助が必用な保護者に対して、町長が挨拶いたしましたように、家事、育

児のヘルパーを派遣する事業を来年度から始めたいということでございます。  

 本事業は、育児の研修等を受けた方を雇用している社会福祉法人に委託する予定

でございます。利用者には、１回１時間につき５００円を負担していただきますが、

委託先には、このほかに国３分の１、県３分の１、町６分の１の補助金、合わせま

すと２ ,５００円になります。この２ ,５００円を合わせまして、１時間につき

３ ,０００円の委託料を支払うことになっております。  

 予算を計上させていただきました５万４ ,０００円の内訳でございますが、利用

者３名を想定しておりまして、この利用者３名が６時間を利用した場合を想定して、

ここに３ ,０００円をかけまして５万４ ,０００円ということになります。  

 その根拠につきましては、県内で先行してこの事業を実施しております市や町の

実績値を参考にしているところでございます。  

 続きまして、同じく６６ページの子ども子育て支援計画策定業務委託料８１万

７ ,０００円の内容及び委託先ということでございます。  

 子ども子育て支援事業計画につきましては、現行の計画が平成２７年度から

３１年度の５カ年ということになっております。次回、平成３２年度から３６年度

の計画については、３０年度から３１年度の２カ年にわたって事業を実施してまい
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りたいと、つくってまいりたいということで、先ほど企財課長の提案説明もありま

したように、債務負担行為２５８万３ ,０００円を起こしているところでございま

す。  

 ３０年度につきましては、８１万７ ,０００円を計上して、主にアンケート調査

等を行って、まず準備作業を進めていくということでございます。  

 ３１年度に現行計画の業務評価、計画書作成を本格的に行うということに、そう

いう予定になっております。委託先については、決まっておりませんけれども、次

回の計画は地域住民の協働と子ども・子育てに関する地域住民の自主的な提案や行

動によって創生させる新たな子育て事業の展開を推進するような計画策定を目指し

ているということでございますので、子ども子育て施策に関して、高い経験と知識

を持つ業社を選定してまいりたいというふうに考えておるところでございます。  

 続きまして、６８ページ。  

 認定こども園振興経費の施設型給付費２００万円については、全て小諸幼稚園へ

の交付額として見積もっております。  

 ２００万円の内訳は、５歳児３名、それから４歳児２名、３歳児１名、小諸幼稚

園へ通う合計６名の幼児に対する交付額でございます。なお、一人ひとりの交付額

につきましては、世帯所得や第１子、２子の別等によってそれぞれ異なるというこ

とで、この積み上げによって２００万円となっております。  

 続きまして、８５ページお願いします。  

 新クリーンセンターの整備費負担金１ ,５４３万６ ,０００円につきましては、佐

久市・北佐久郡環境施設組合の平成３０年度予算で計上している施設設置費と管理

運営費の合計額ということでございます。  

 施設設置費が組合予算で１億７ ,１８９万３ ,０００円、このうち御代田町の負担

額は６ .８９％で１ ,１８４万３ ,０００円ということになります。管理運営費です

が、組合予算７ ,３７７万２ ,０００円のうち、御代田町の負担額は４ .８７％、

３５９万３ ,０００円ということになり、施設設置費、管理運営費の合計が御代田

町一般会計当初予算に計上した１ ,５４３万６ ,０００円ということになるわけでご

ざいます。  

 新クリーンセンターの３０年度予算総額は２億４ ,５６６万５ ,０００円です。施

設設置費は先ほど申し上げましたように、１億７ ,１８９万３ ,０００円、このうち
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の約７３％、１億２ ,５５３万２ ,０００円が本体工事及び付帯工事費ということで、

３０年度の予算につきましては、建設工事費主体の予算編成ということができるわ

けでございます。  

 次に、過去に新クリーンセンター整備に費やした費用でございますけれども、平

成２６年から２９年度までの決算及び決算見込み額の合計は、１億５３０万

５ ,４ ９ ９ 円 と い う こ と に な っ て お り ま す 。 こ れ に 平 成 ３ ０ 年 度 予 算 、 約

１ ,５００万円を加えますと約１億２ ,０００万円ほどになるということになります。  

 整備の進捗状況でございます。現在、土地の造成工事を完全に終えているという

状況でございます。この３月２６日に本体工事の起工式を執り行い、以後２年８カ

月の歳月を要しまして、平成３２年１１月に本体工事終了ということになります。  

 翌平成３２年１２月に新クリーンセンター創業開始ということになっておりまし

て、工事につきましては、順調に恐らく推移するというふうに見込んでいるところ

でございます。  

 以上でございます。  

○議長（小井土哲雄君）   金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   お答えいたします。  

 都市再生整備計画事業費の道路改良工事費１億６ ,９０２万円の内容と交付金の

状況でございます。  

 豊昇地区世代間交流センター南側の久能梨沢線、役場現庁舎西側からエコールみ

よたまでの塩野御代田停車場線、役場新庁舎北側の南浦３号線の３路線を計画して

おります。  

 久 能 梨 沢 線 に つ き ま し て は 、 道 路 幅 員 ９ .０ｍ、２車線の 片側歩道で延長

２５０ｍでございます。  

 塩野御代田停車場線は、道路幅員１２ .０ｍ、２車線の両側歩道１００ｍを予定

しております。  

 南浦３号線につきましては、道路幅員１２ .０ｍ、２車線の両側歩道、２５０ｍ

を計画しております。  

 交付金の状況としまして、平成２８年度当初の国土交通省交付金の内示率は、要

望額の約３０％という厳しいものでございましたが、平成２９年度につきましては、
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７８％と想定を超える内示率となりました。このことから、平成３０年度に予定し

ておりました久能梨沢線につきましては、２９年度に計画を前倒しをして、現在実

施をしているところでございます。  

 続きまして、社会資本整備総合交付金事業費の橋梁修繕事業経費、道路修繕事業

経費の内容と交付金の状況、並びに橋梁の整備率についてお答えいたします。  

 橋梁修繕事業経費の内容でございますが、しなの鉄道をまたぐ橋梁が３橋ござい

ます。馬瀬口地区の源平橋、駅軽井沢寄りにあります栄橋、向原地区にあります向

原橋の３橋の近接目視点検と、西軽井沢区内のゴルフ練習場北側、国道１８号付近

にあります千ヶ滝湯川用水をまたぐ大谷地橋の補修工事を予定しております。  

 道路修繕事業経費の内容でございますが、水原地区、しなの鉄道のガードをくぐ

りＹ字路を西軽井沢方面へ向かいます七口線の道路拡幅計画に伴う測量設計を予定

しております。  

 また、平成２６年度に実施いたしました路面性状調査のデータに基づきまして、

特に舗装の状態が悪く改築等を要すると判定された路線の舗装構造評価の業務を行

います。舗装構造評価は２９年度にも実施しておりまして、平成３０年度はＢ＆Ｇ

前の大林１号線、向原地区世代間交流センター付近の雪窓向原線などの舗装の修繕

工事を予定しております。  

 ただ、交付金の状況につきましては、橋梁につきましては、国土交通省の交付金

の内示率は要望額の４４％程度でございます。  

 舗装の修繕に関する事業につきましては、県下でも要望額の約３５％程度という

ちょっと低い水準でございますので、交付額に合わせた延長で実施していきたいと

考えております。  

 橋梁整備率でございます。平成２９年度に２橋の補修工事が完了する予定となっ

ております。町が管理する橋梁５７橋のうち、平成２９年度末では、健全な橋梁を

含めまして４２橋が完了となりまして、整備率は約７４％になる見込みとなってお

ります。  

○議長（小井土哲雄君）   市村議員。  

○１２番（市村千恵子君）   すみません。子育てヘルパーという事業とか、それから先ほ

ど通告があれなんですけれども、子育て支援ということで、このタクシー事業とか

もやるっていうことだったんですけど、その担当というのは、子どもに関する今回
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施策する部分というのは、１窓口というか、またいでしまうんでしょうか。  

○議長（小井土哲雄君）   小山町民課長。  

○町民課長（小山岳夫君）   子育て施策がほかの課にまたがって、今回は展開していくと

いうことになりますので、ヘルパーの派遣事業につきましては、町民課で担当いた

しまして、産後のケアにつきましては、保健福祉課、それからタクシー助成事業に

つきましては、企画財政課という所管になっております。  

○議長（小井土哲雄君）   荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   お答えをさせていただきます。  

 タクシー券の助成事業関係ですけれども、現庁舎で４月末から５月のゴールデン

ウィーク前までは、企画財政課のほうで担当をさせていただくようになります。  

 ただし、新庁舎に移転したところで、タクシー助成事業についても、保健福祉課

で担当するような形になりますので、よろしくお願いしたいかと思います。どうし

ても、企画財政課が２階の庁舎になるといったところで、高齢者の皆さん１階で全

て対応できるようなというところで、そのように措置をさせていただきたいという

ふうに考えております。よろしくお願いします。  

○議長（小井土哲雄君）   市村議員。  

○１２番（市村千恵子君）   終わります。  

○議長（小井土哲雄君）   ほかに質疑ございますか。井田理恵議員。  

（６番  井田理恵君  登壇）    

○６番（井田理恵君）   議席番号６番、井田理恵です。  

 ２点ほど質問したいと思います。  

 予算書の４６ページです。  

 フォトフェスティバルの関係経費３ ,９８５万５ ,０００円のうち、駐車場整備等

を除きます実績をきょうも町長からもお話が御挨拶がありましたけれども、関係経

費、負担金６５０万円の事業費のこれ自体の金額にしては、これということでござ

いますけど、アマナとの実質運営費の按分率などを教えてください。  

 それから１１７ページの教育費、教育総務費３６７万９ ,０００円の主な減額要

因を教えてください。  

○議長（小井土哲雄君）   荻原企画財政課長。  
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（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   それでは、３０年度当初予算のフォトフェスティバルの

関係事業の関係でお答えをさせていただきます。  

 フォトフェスティバルの負担金として６５０万円を計上させていただいておりま

す。こちらにつきましては、全て全額町の支出ということになります。アマナの予

算としますと、協議の中で現在いろいろ話をしているところでございますけれども、

旧メルシャン軽井沢美術館の整備事業で約５ ,０００万円、また写真展示等フェス

ティバルの関係経費として３ ,０００万円ほどの支出を予定していると。このよう

に聞いております。  

 その内訳については、まだ明確にしていただいてはおりませんが、町の予算

６５０万円のほかにアマナさんのほうで支出をその程度予定しているというように

聞いているところでございます。よろしくお願いします。  

○議長（小井土哲雄君）   内堀教育次長。  

（教育次長  内堀岳夫君  登壇）    

○教育次長（内堀岳夫君）   それでは、私のほうからは、教育総務費の減額の要因という

ことですが、まず１つ目が一般職の人事管理経費が前年比で約３００万円ほど減額

しております。それと印刷製本費が約４０万円ほど減額となっております。大きな

ものはこの２点です。  

 なお、人事管理経費につきましては、平成２９年度は職員３名分で計上しており

ましたが、現在１名の職員が休職しているため、２名体制となっております。その

ため、３０年度についても、現状の２名で積算されているため、減額となっており

ます。  

 なお、教育総務費に限らず、この人件費の部分につきましては、人事異動によっ

ては、今後予算の補正が必要となることもありますので、またその際はお願いした

いと思います。  

 以上です。  

○議長（小井土哲雄君）   井田議員。  

○６番（井田理恵君）   フォトフェスティバルの事業経費、今年度につきましては、プレ

イベントということで６５０万円ということは、来年度が本フェスティバルという

ことで、大体どのくらいの事業規模というのは、今、今年度の予算を聞いているん
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ですけれども、その辺も見込んでことしは何分の１というような、計画を立ててイ

ベントを組み立てるのか、その辺を来年度のことなども含めてお聞きしたいのと、

それから本日も御挨拶にありましたけれども、インバウンドツーリズムや、それか

ら写真展示の会場の選定、地域住民を巻き込んだイベントということで予定してい

るということでございますけれども。昨年、一生懸命やった中で少し反省点なども

あったと思うんですけれども、その辺についての６５０万円の少し根拠というか、

そういうのがわかればお願いしたいんですけれども。  

○議長（小井土哲雄君）   荻原企画財政課長。  

○企画財政課長（荻原春樹君）   フォトフェスティバルの負担金として６５０万円の内容

でございます。こちらにつきましては、平成２９年度までの龍神まつりに対する経

費が６５０万円であったので、同額程度の町の負担ということで考えております。

このほかに、現在、文化庁の文化芸術創造拠点形成事業の補助金ですとか、長野県

の元気づくり支援金といった交付金も申請をさせていただいているところでござい

ます。  

 採択となれば、補正予算で対応させていただく予定でございますが、現状、申請

中ということで計上はしてございません。来年度以降でございますけれども、こち

ら基本としては６５０万円を変えるようなつもりは現状でございません。増えても

若干なのかなというところでおります。企業の皆さんの協賛金ですとか、文化庁等

の交付金、そちらの獲得を目指して進めていきたいというところでおります。  

 以上です。  

○議長（小井土哲雄君）   井田議員。  

○６番（井田理恵君）   最後にもう一度、教育委員会と人事総務管理経費なんですけれど

も。人件費ということですが、今、本来３人のところがということで、今、その分

については、計上してないということですけれども。業務的には、こういった場合

少ない人数で大丈夫なのか。その辺をお聞きしたいと。今年度は計上しなかったと

いうことでよろしいですか。減額になって、補填というのはないんでしょうか。  

○議長（小井土哲雄君）   内堀教育次長。  

○教育次長（内堀岳夫君）   先ほど、最後に申し上げましたが、また今後人事異動があっ

た場合については、その部分でまた予算の補正のほうをお願いしますということで、

現状減っておりますので、足りているわけではないということでお願いしたいと思
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います。  

○６番（井田理恵君）   終わります。  

○議長（小井土哲雄君）   ほかに質疑ございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２２  議案第２０号  平成３０年度御代田財産区特別会計予算案  

について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２２  議案第２０号  平成３０年度御代田財産区特別会

計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   議案書の１２７ページをお開きください。  

 議案第２０号  平成３０年度御代田財産区特別会計予算案について、地方自治法

第２１１条第１項の規定により平成３０年度御代田財産区特別会計予算を別冊のと

おり提出する。平成３０年３月５日提出、御代田町長。  

 予算書の１ページをお開きください。  

 平成３０年度御代田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳入歳

出 予 算 、 第 １ 条 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ ,２ ７ ４ 万 円

５ ,０００円と定める。  

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。平成３０年２月１日開催いたしました御代田財産区管理会において、

こちらの案件については同意を得てございます。  

 ２ページをお願いいたします。  

 第１表、歳入歳出予算、歳入でございます。  

 款１財産収入、項１財産運用収入は、財産区有地貸付料、基金の預金利子等の収

入で２９４万２ ,０００円となってございます。項２財産売払い収入は科目設定の

１ ,０００円の計上です。款２繰入金、項１基金繰入金は財政調整基金からの繰入

金で９８０万円でございます。  

 款４諸収入、項１雑入は両科目とも科目設定の１ ,０００円の計上でございます。  
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 歳入合計１ ,２７４万５ ,０００円でございます。  

 ３ページをお願いいたします。  

 歳出です。款１総務費、項１総務管理費は委員の報酬ですとか、財産区有地の管

理委託料等で１ ,２６５万９ ,０００円の計上でございます。  

 項２款２項１予備費でございます。８万６ ,０００円であります。歳出合計につ

きましては、１ ,２７４万５ ,０００円でございます。  

 説明は以上となります。よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。これより議題に対する質

疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２３  議案第２１号  平成３０年度小沼地区財産管理特別会計予算案  

について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２３  議案第２１号  平成３０年度小沼地区財産管理特

別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   議案書の１２８ページをお開きください。  

 議案第２１号  平成３０年度小沼地区財産管理特別会計予算案について、地方自

治法第２１１条第１項の規定により平成３０年度小沼地区財産管理特別会計予算を

別冊のとおり提出する。平成３０年３月５月提出、御代田町長。  

 次の予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成３０年度小沼地区財産管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。歳

入歳出予算第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３２１万９ ,０００円

と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳

入歳出予算」による。こちら平成３０年２月１日に開催しました小沼地区財産管理

委員会において同意を得てございます。  

 ２ページをお願いいたします。  

 第１表、歳入歳出予算、歳入です。款１財産収入、項１財産運用収入は、管理委
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員会土地貸付料と基金の預金利子で１万６ ,０００円の収入でございます。  

 項２財産売払い収入はこちら科目設定の１ ,０００円の計上です。  

 款２繰入金、項１基金繰入金は財政調整基金からの繰入金で３２０万円でありま

す。款４諸収入、項１雑入はこちらともに、科目設定の１ ,０００円の計上でござ

います。  

 歳入合計３２１万９ ,０００円でございます。  

 ３ページをお願いいたします。  

 こちら歳出になります。款１総務費、項１総務管理費は委員報酬、土地管理委託

料等合計３１８万６ ,０００円をお願いしております。  

 款２、項１予備費３万３ ,０００円でございます。歳出合計３２１万９ ,０００円

となってございます。  

 説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより議案に対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２４  議案第２２号  平成３０年度御代田町国民健康保険事業勘定  

特別会計予算案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２４  議案第２２号  平成３０年度御代田町国民健康保

険事業勘定特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書１２９ページをお願いします。  

 議案第２２号  平成３０年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計予算案につ

いて、地方自治法第２１１条第１項の規定により別冊のとおり提出するものでござ

います。  

 予算書の１ページをお願いします。  

 平成３０年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。  
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 第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ ６ 億 １ ,８ ５ ０ 万

６ ,０００円と定める。  

 ２  歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予

算」による。  

 第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一次借入金の借入の最高

額は３ ,０００万円と定める。  

 第３条  地方自治法第２２０条第２項のただし書きの規定により、歳入歳出の各

項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  

 （１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

項内で、これらの経費の各項の間の流用。  

 ２ページをお願いいたします。  

 国民健康保険事業勘定特別会計でございますけれども、平成３０年度から財政運

営自体が県に移管され、従来、市町村で受けていた国・県支払基金からの交付金を

県が受けるため、予算規模は縮小となっておりまして、予算の内容も変わっており

ます。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入でございます。  

 款１、項１、国民健康保険税は、予算額４億１ ,９１９万７ ,０００円で、前年度

比１ ,６４０万２ ,０００円、３ .８％の減でございます。現年度徴収率は９５％で

算定しております。一般、退職ともに被保険者が減少しているためのものが大きい

と思われます。  

 款２、使用料及び手数料、項１、手数料。国保税督促手数料としまして２０万円

の計上でございます。  

 款３、国庫支出金、項１、国庫負担金は２ ,０００円の計上でございまして、療

養給付費等負担金は、翌年度に実績報告をして確定となるため、支援措置として過

年度分の項目設定でございます。  

 款４、県支出金、項１、県補助金でございます。こちら制度改正によりまして

１０億７ ,８０７万２ ,０００円で市町村が支払う保険給付費等に要する費用に対し、

全額交付される普通交付金と市町村の財政状況や事業に応じて財政調整され、交付

される特別交付税交付金でございます。  
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 款５、項１、療養給付費交付金は、１ ,０００円でございます。こちらも時限措

置としまして過年度分の項目設定でございます。  

 款７、繰入金、項１、他会計繰入金でございます。１億９５８万８ ,０００円で、

前年度比１ ,９９５万２ ,０００円、１５ .４％の減でございます。一般会計からの

保険基盤安定繰入金と保健指導事業の繰入金が減となっております。  

 款８、項１、繰越金ですが、１ ,０００万円でございます。  

 款１０、諸収入、項１、延滞金加算金及び過料は、１００万１ ,０００円、項２、

受託事業収入でございますが、個別健診、個人負担金としまして１４万円で、こち

らは負担金額を２ ,０００円から１ ,０００円に減額をしております。  

 項３、雑入でございます。３０万３ ,０００円でございます。  

 歳入合計でございますが、１６億１ ,８５０万６ ,０００円で、前年度比３億

４５９万７ ,０００円、１５ .８％の減となっております。  

 続きまして、４ページをお願いします。  

 歳出でございます。  

 款１、総務費、項１、総務管理費は予算額５７２万５ ,０００円で、こちら主な

ものは委託料、通信運搬費でございます。  

 款２、町税費でございますが、賦課徴収費としまして、４１０万９ ,０００円で

ございます。  

 款３、運営協議会費でございます。１４０万９ ,０００円で、こちらは国民健康

保険運営協議会委員報酬でございます。  

 款２、保険給付費、項１、療養諸費でございますが、療養給付費、療養費等で

９億２ ,６４５万７ ,０００円で、前年度比１ ,７６０万９ ,０００円、１ .９％の減

でございます。前年度の実績に基づき、一般療養給付費は月で７ ,４５０万円ほど

で試算しております。項２、高額療養費、１億３ ,２５４万４ ,０００円で、前年度

比１０７万９ ,０００円、０ .８％の増でございます。前年度の実績に基づき試算し

ております。項３、出産育児一時金ですが、８４０万５ ,０００円でございます。

項４、葬祭諸費は１００万円でございます。  

 款３、国民健康保険事業納付金でございます。こちらにつきましては、制度改正

によるものでございまして、４億８ ,０６７万３ ,０００円となっております。市町

村の被保険者数所得水準、医療費水準等を加味した上で、県により示されます。県
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が市町村に対して交付する保険給付費交付金の財源とするため、納付金を町が県に

納 め ま す 。 納 付 金 は 次 の ３ 項 と な っ て お り ま す 。 項 １ 、 医 療 給 付 費 は ３ 億

２ ,１０８万３ ,０００円、項２、後期高齢者支援金等１億１ ,６３３万円、項３、

介護納付金４ ,３２６万円でございます。  

 款４、保健事業費、項１、特定健康診査等事業費でございますが、１ ,０８４万

７ ,０００円、項２、保険事業費でございますが、１ ,０８４万９ ,０００円でござ

います。こちらは保健事業を行う職員の賃金と人間ドックの補助金等でございます。  

 款の８、諸支出金、項１、償還金及び還付加算金でございますが、３０５万

３ ,０００円で、療養給付費、国庫負担金、返還金が主なものでございます。  

 款１０、項１、予備費は３ ,４６９万５ ,０００円でございます。  

 歳出合計ですが、１６億１ ,８５０万６ ,０００円で、前年度比３億４５９万

７ ,０００円、１５ .８％の減でございます。  

 説明は以上です。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。よろ

しいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２５  議案第２３号  平成３０年度御代田町介護保険事業勘定  

特別会計予算案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２５  議案第２３号  平成３０年度御代田町介護保険事

業勘定特別会計予算案について、提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書１３０ページをお願いします。  

 議案第２３号  平成３０年度御代田町介護保険事業勘定特別会計予算案について、

地方自治法第２１１条第１項の規定により、別冊のとおり提出するものでございま

す。  

 予算書１ページをお願いいたします。  
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 平成３０年度御代田町介護保険事業勘定特別会計の予算は次に定めるところによ

る。  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０億８ ,５４９万円と定め

る。  

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。  

 第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一次借入金の借入の最高

額は１億円と定める。  

 第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  

 （１）保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款内

で、これらの経費の各項の間の流用。  

 ２ページをお願いします。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入でございます。  

 款 １ 、 保 険 料 、 項 １ 、 介 護 保 険 料 で ご ざ い ま す 。 予 算 額 ２ 億 ３ ,６ ０ ９ 万

５ ,０００円で、前年度比１ ,４３７万１ ,０００円、５ .７％の減でございます。こ

ちらは基準月額としまして、４ ,６１０円での算定で普通徴収、現年度徴収率は

９０％で算定しております。対象者は増加しておりますが、介護保険料の引き下げ

に伴うものでございます。  

 款２、分担金及び負担金、項１、負担金でございます。９８２万５ ,０００円で、

前年度比１５８万６ ,０００円、１９ .２％の増でございます。介護予防事業の負担

金でございます。  

 款３、使用料及び手数料、項１、手数料でございます。督促手数料として３万

６ ,０００円でございます。  

 款４、国庫支出金、項１、国庫負担金は、１億７ ,３９１万５ ,０００円で介護給

付費の伸びにより、前年度比１ ,３３３万１ ,０００円、８ .３％の増でございます。

項２、国庫補助金でございます。５ ,５２１万１ ,０００円で調整交付金と地域支援

事業交付金でございます。前年度比１８７万４ ,０００円、３ .３％の減でございま

す。こちらは、事業費自体は増えておりますけれども、補助金の上限額が定められ
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ているための減となっております。  

 款５、項１、支払基金交付金でございます。２億７ ,１３３万７ ,０００円で、前

年度比１ ,０２８万５ ,０００円、３ .９％の増でございます。  

 款６、県支出金、項１、県負担金ですが、１億４ ,３２０万１ ,０００円で、前年

度比１ ,０２４万２ ,０００円、７ .７％の増でございます。介護給付費負担金の伸

びでございます。項２、県補助金ですが、９３１万６ ,０００円で地域支援事業交

付金でございます。  

 款７、財産収入、項１、財産運用収入でございます。基金利子としまして、

１１万２ ,０００円でございます。  

 款 ８ 、 繰 入 金 、 項 １ 、 他 会 計 繰 入 金 で ご ざ い ま す が 、 １ 億 ４ ,７ ８ ０ 万

３ ,０００円で、一般会計から介護給付費、地域支援事業等への繰り入れでござい

ます。項２、基金繰入金でございますが、介護給付費の抑制を図るため、第７期の

３年間に基金から８ ,０００万円の繰り入れを予定しておりますので、１年度につ

き２ ,６６６万６ ,０００円の繰り入れでございます。  

 款９、項１、繰越金は、１ ,０００万円でございます。  

 ３ページをお願いします。  

 款１０、諸収入、項１、延滞金加算金及び過料は１万円、項２、サービス収入で

ございますが、１９６万円で、要支援１、２の方も含めた居宅介護予防支援サービ

ス計画費でございます。件数の増加によりまして、前年度比４１万２ ,０００円の

増でございます。項３、雑入は３ ,０００円でございます。  

 歳入合計でございますが、１０億８ ,５４９万円で、前年度比５ ,３０９万

２ ,０００円、５ .１％の増でございます。  

 続きまして、４ページをお願いします。  

 歳出でございます。  

 款１、項１、総務費は予算額１ ,４８５万５ ,０００円でございます。こちら前年

度比２６１万２ ,０００円、１５％の減でございますけれども、第７期介護保険事

業計画策定完了に伴う減でございます。  

 款２、項１、保険給付費でございますが、９億７ ,５７４万円で、前年度比７億

７ ,２５３万５ ,０００円、８％の増でございます。介護サービス給付費、介護予防

サービス給付費等が増に伴うものでございます。  



６５ 

 款３、地域支援事業費、項１、包括的支援事業・任意事業費でございますが、

４ ,９６１万７ ,０００円、前年度比５３３万３ ,０００円、１２％の増でございま

す。こちらは地域包括支援センターの運営経費で、介護予防ケアマネジメントを担

う臨時職員の賃金と配食サービス見込み額増に伴う増額が主なものでございます。

項２、介護予防生活支援サービス事業でございます。３億、失礼いたしました。

３ ,８９２万５ ,０００円で、前年度比４３６万５ ,０００円、１２ .６％の増でござ

います。現行サービスＡの増額が主なものでございます。項３、一般介護予防事業

は、２１３万９ ,０００円でございます。こちら介護予防啓発としまして、介護予

防教室、生活サポーター養成事業等の経費でございます。  

 款４、項１、基金積立金は１５万円。  

 款５、項１、諸支出金は５万３ ,０００円。  

 款６、項１、予備費は４０１万１ ,０００円でございます。  

 歳出合計ですが、１０億８ ,５４９万円で、前年度比５ ,３０９万２ ,０００円、

５ .１％の増でございます。  

 説明は以上でございます。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２６  議案第２４号  平成３０年度御代田町後期高齢者医療  

特別会計予算案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２６  議案第２４号  平成３０年度御代田町後期高齢者

医療特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書１３１ページをお願いします。  

 議案第２４号  平成３０年度御代田町後期高齢者医療特別会計予算案について、

地方自治法第２１１条第１項の規定により、別冊のとおり提出するものでございま
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す。  

 予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成３０年度御代田町後期高齢者医療特別会計の予算は次に定めるところによる。  

 第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ 億 ４ , １ ７ ５ 万

３，０００円と定める。  

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。  

 予算書２ページをお願いします。  

 歳入歳出予算で御説明します。  

 歳入でございます。  

 款１、項１、後期高齢者医療保険料は、予算額１億３６７万２ ,０００円でござ

います。被保険者の増加により、前年度比２５９万９ ,０００円、２ .６％の増でご

ざいます。普通徴収、現年度徴収率は９９％で算定しております。  

 款２、使用料及び手数料、項１、手数料、督促手数料で３万円でございます。  

 款３、繰入金、項１、一般会計繰入金は３ ,４６８万円で、事務費、保険規模安

定、保健事業費等に対する繰り入れでございます。  

 款４、項１、繰越金は、５ ,０００円でございます。  

 款５、諸収入、項１、延滞金加算金及び過料は３万円、項２、償還金及び還付加

算金は２ ,０００円、こちらは例年並みでございます。項３、雑入でございますが、

３３４万円でございます。こちら保健事業費広域連合支出金、人間ドックに対する

特別調整交付金でございます。  

 歳入合計でございますが、１億４ ,１７５万３ ,０００円で、前年度比２８７万円、

２ .１％の増でございます。  

 続きまして、３ページをお願いします。  

 歳出でございます。  

 款１、総務費、項１、総務管理費は、予算額１８４万４ ,０００円でございます。

こちらシステム保守委託料、通信運搬費の主なものでございます。項２徴収費は、

賦課徴収費徴収経費としまして、３９万５ ,０００円でございます。  

 款２、項１、後期高齢者医療広域連合納付金は、１億３ ,６３８万６ ,０００円で、

前年度比２４１万４ ,０００円、１ .８％の増でございます。  



６７ 

 款３、保健事業費、項１、検診事業費は１６５万２ ,０００円で、後期高齢者の

検診委託料でございます。項２、保健事業費は１３７万５ ,０００円で人間ドック

の補助金でございます。  

 款４、諸支出金、項１、償還金及び還付加算金は１０万円でございます。  

 款５、項１、予備費は、こちらについては科目設定とさせていただいております。  

 歳出合計でございますが、１億４ ,１７５万３ ,０００円で、前年度比２８７万円、

２ .１％の増でございます。  

 説明は以上でございます。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２７  議案第２５号  平成３０年度御代田町住宅新築資金等貸付事業  

特別会計予算案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２７  議案第２５号  平成３０年度御代田町住宅新築資

金等貸付事業特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案第２５号  平成３０年度御代田町住宅新築資金等貸

付事業特別会計予算案について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、平成

３０年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算案を別冊のとおり提出いた

します。  

 次の予算書１ページをご覧ください。  

 平成３０年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は次に定めるとこ

ろによる。  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８５万３ ,０００円と定める。  

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。  
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 次の２ページをご覧ください。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入でございます。  

 款１、県支出金、項１、県補助金。こちらは償還事務費の４分の３の補助でござ

います。本年度予算額１８万９ ,０００円です。  

 款２、繰入金、項１、他会計繰入金、一般会計からの繰入でございます。本年度

予算額２０万円でございます。  

 款３、繰越金、こちらは項目設定でございます。  

 款４、諸収入、項１、貸付金元利収入４６万２ ,０００円でございます。項２、

延滞金加算金及び過料、こちらは項目設定でございます。  

 歳入合計、本年度予算額８５万３ ,０００円でございます。  

 次の３ページをご覧ください。  

 歳出でございます。  

 款１、土木費、項１、住宅費、こちらは口座振替手数料、切手代などの事務費で

ございます。本年度予算額２７万１ ,０００円です。  

 款１、公債費、町債元利償還金でございます。本年度予算額５８万２ ,０００円

となっております。  

 歳出合計、本年度予算額８５万３ ,０００円でございます。  

 以上のとおり、御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

 市村議員。  

（１２番  市村千恵子君  登壇）    

○１２番（市村千恵子君）   １２番、市村千恵子です。この住宅新築資金、３１年度末で

償還終了ということであるわけですけど、３０年度、今年度、予算額にしてもだい

ぶ８５万３ ,０００円、全体では小さくなってきてはいるんですけれども、この未

償還の金額と、それから滞納件数、そして滞納の総額。これまでこの事業はなかな

か元利償還という部分が小さくて、一般会計からずっと繰り入れを行ってきていた

わけですけれども、その一般会計からの繰入総額は幾らになるのか。そして、この

事業が３１年度で償還が終わった場合、その後、どのように町は考えているのか、
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その点についてお願いします。  

○議長（小井土哲雄君）   金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   お答えいたします。  

 本会計の公債費は、貸付先から償還金を財源としておりますが、それだけでは足

りないため、不足分について一般会計からの繰越金により補填しているものでござ

います。  

 起債の償還が進んでいることに伴いまして、公債費も減少してまいります。平成

３１年度をもって償還完了となる予定でございますので、それに伴い、一般会計か

らの公債費のための繰り入れは終了となる予定でございます。  

 現時点での滞納等の状況でございます。平成２９年中の未償還見込みまで含めま

して、滞納金額は１億５ ,９３７万円で３４名でございます。  

 一般会計からの繰入金の総額につきましては、決算書等により集計いたしますと、

平成３０年度予算までで２億４ ,４００万円ほどとなっております。  

 今後の見通しでございます。また、考え方につきましては、償還が完了し会計の

規模が小さくなることから、特別会計としての取り扱い、また、未償還金の扱いな

ど、幾つかの課題がございます。それらにつきまして、近隣自治体の状況等を参考

にしながら適正な対応について検討してまいりたいと考えております。  

○１２番（市村千恵子君）   はい。  

○議長（小井土哲雄君）   市村議員。  

○１２番（市村千恵子君）   特別会計としては、今後どのようにするかということですけ

れども、今まで借りていたものに対しての返済というのは、もう３１年度で償還は

完了するわけですけれども、借りていた方が返済するというのはずっと続くわけで

すよね。そうすると、そこからの入というのは、特別会計をどうするのかというの

もありましたけど、特別会計のまま持っていて、そこに入ってきた償還金を今度は

一般会計のほうに繰り出すという方向にいくのか、その点ちょっとお聞かせ願いま

すか。  

○議長（小井土哲雄君）   金井建設水道課長。  

○建設水道課長（金井英明君）   特別会計をそのままということでございますと、償還で

個人ほうから入ってきているものにつきましては、繰り出しという形で一般会計の
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ほうへ繰り出すというような形になるかと思います。  

○議長（小井土哲雄君）   市村議員。  

○１２番（市村千恵子君）   終わります。  

○議長（小井土哲雄君）   ほか質疑ございますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第２８  議案第２６号  平成３０年度御代田町公共下水道事業  

特別会計予算案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２８  議案第２６号  平成３０年度御代田町公共下水道

事業特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案第２６号  平成３０年度御代田町公共下水道事業特

別会計予算案について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、平成３０年度

御代田町公共下水道事業特別会計予算案を別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書１ページをご覧ください。  

 平成３０年度御代田町公共下水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億五千六百……（「２万

４ ,０００円」と呼ぶ者あり）失礼しました。８５億６ ,０００……（「いいねの

８億で切るんよ」と呼ぶ者あり）失礼いたしました。８億５ ,６０２万４ ,０００円

と定める。  

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額、「第１表  歳入歳出予

算」による。  

 第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表  地方債」

による。  

 ２ページをお願いいたします。  

 第１表  歳入歳出予算。  
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 歳入でございます。  

 款１、分担金及び負担金、項１、負担金、こちらは受益者負担金、分担金の現年

分と繰り越し分でございます。２ ,４１８万７ ,０００円。  

 款２、使用料及び手数料、項１、使用料、公共下水道特別環境保全公共下水道の

使用料の現年分と繰り越し分でございます。本年度予算額３億１９万７ ,０００円

でございます。  

 款３、国庫支出金、項１、国庫補助金、社会資本整備総合交付金で実施しており

ます御代田町浄化管理センターの耐震補強長寿命化工事並びに塩野地区の環境設計

業務に並び、環境設計業務及び工事でございます。補助率は５０％から５５％でご

ざいます。本年度予算額２億３ ,８３８万１ ,０００円です。  

 款５、繰越金でございます。平成２９年度からの見込み額で１００万円でござい

ます。  

 款６、諸収入、項１、延滞金、加算金及び過料、延滞金見込み額といたしまして

４２万１ ,０００円でございます。項２、雑入で３ ,０００円、こちら項目設定でご

ざいます。  

 款７、町債、２億１ ,９８０万円でございます。整備事業債と資本平準化債でご

ざいます。  

 歳入合計は、本年度予算額８億５ ,６０２万４ ,０００円です。  

 次の３ページをお願いいたします。  

 歳出でございます。  

 款１、土木費、項１、都市計画費、通年の人件費、光熱費、処理維持管理費、浄

化管理センターの耐震補強長寿命化工事の費用でございます。本年度予算額３億

１ ,９７０万７ ,０００円。  

 款２、公債費、項１、国債費、町債償還の元金と利息でございます。本年度予算

額５億３ ,５３１万７ ,０００円。  

 款３、予備費でございます。本年度予算額は１００万円でございます。  

 歳出合計、本年度予算額８億５ ,６０２万４ ,０００円でございます。  

 次の４ページをお願いいたします。  

 「第２表  地方債」でございます。  

 起債の目的、公共下水道事業、限度額８億２ ,８００万円、失礼しました。限度
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額８ ,２８０万円、資本費平準化１億３ ,７００万円、合計２億１ ,９８０万円です。

起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。  

 以上のとおり、御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終わります。この際、暫時休憩いたします。  

（午後  ３時０３分）  

（休   憩）    

（午後  ３時１５分）  

○議長（小井土哲雄君）   休憩前に引き続き、本会議を再開します。  

 

－－－日程第２９  議案第２７号  平成３０年度御代田町農業集落排水事業  

特別会計予算案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第２９  議案第２７号  平成３０年度御代田町農業集落排

水事業特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案第２７号  平成３０年度御代田町農業集落排水事業

特別会計予算について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、平成３０年度

御代田町農業集落排水事業特別会計予算案を別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書１ページをお願いいたします。  

 平成３０年度御代田町農業集落排水事業特別会計の予算は次に定めるところによ

る。  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２ ,９３０万７ ,０００円と定

める。  

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。  
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 次の２ページをお願いいたします。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入でございます。  

 款１、分担金及び負担金、項１、負担金、平成３０年度修繕工事費の７％と事務

費でございます。５５万５ ,０００円でございます。  

 款２、使用料及び手数料、項１、使用料、こちらは水洗化戸数１５８戸の使用料

でございます。  

 ７７３万１ ,０００円でございます。項２、手数料、督促手数料の項目設定でご

ざいます。  

 款３、繰入金、項１、特別会計繰入金、一般会計からの繰り入れでございます。

２ ,０７１万８ ,０００円。  

 款４、繰越金、平成２９年度からの繰り越しでございます。３０万円でございま

す。  

 款６、諸収入、項１、延滞金、加算金及び過料並びに項２、雑入、それぞれ項目

設定でございます。  

 歳入合計、本年度予算額２ ,９３０万７ ,０００円でございます。  

 次の３ページをお願いいたします。  

 歳出でございます。  

 款１、農林水産業費、項１、農地費、消耗品、光熱水費、維持管理委託費、施設

修繕料などでございます。本年度予算額１ ,１５８万３ ,０００円でございます。  

 款 ２ 、 公 債 費 、 町 債 元 利 償 還 金 で ご ざ い ま す 。 本 年 度 予 算 額 １ ,７ ３ ７ 万

４ ,０００円でございます。  

 款３、予備費、歳入歳出調整額といたしまして３５万円でございます。  

 歳出合計、本年度予算額２ ,９３０万７ ,０００円です。  

 以上のとおり、御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終わります。  
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－－－日程第３０  議案第２８号  平成３０年度御代田町個別排水処理施設整備事業  

特別会計予算案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３０  議案第２８号  平成３０年度御代田町個別排水処

理施設整備事業特別会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案第２８号  平成３０年度御代田町個別排水処理施設

整備事業特別会計予算案について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、平

成３０年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計予算を別冊のとおり提出い

たします。  

 次の予算書１ページをお願いいたします。  

 平成３０年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計の予算は次のところに

よる。  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１ ,２０８万４ ,０００円と定

める。  

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出

予算」による。  

 次の２ページをお願いいたします。  

 第１表  歳入歳出予算。  

 歳入でございます。  

 款１、使用料及び手数料、項１、使用料、稼働分９８基と豊昇世代間交流セン

ター１基の、合わせまして９９基分の使用料といたしまして５４１万６ ,０００円

でございます。２、手数料、こちら督促手数料等の科目設定でございます。  

 款２、繰入金、項１、他会計繰入金、一般会計からの繰り入れといたしまして

６６６万５ ,０００円でございます。  

 款３、繰越金、こちらは項目設定でございます。  

 款４、諸収入、項１、延滞金、加算金及び過料、こちらも項目設定でございます。  

 歳入合計、本年度予算額１ ,２０８万４ ,０００円でございます。  
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 次の３ページをお願いいたします。  

 歳出でございます。  

 款１、衛生費、項１、保健衛生費、施設修繕料、管理委託料、事務費などでござ

います。５９７万４ ,０００円でございます。  

 款２、公債費、こちらは町債の元利償還金といたしまして５９１万円でございま

す。  

 款３、予備費、歳入歳出の調整額といたしまして２０万円でございます。  

 歳出合計、本年度予算額１ ,２０８万４ ,０００円でございます。  

 以上のとおり、御審議よろしくお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３１  議案第２９号  平成３０年度御代田小沼水道事業  

会計予算案について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３１  議案第２９号  平成３０年度御代田小沼水道事業

会計予算案についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案第２９号  平成３０年度御代田小沼水道事業会計予

算案について、地方公営企業法第２４条第２項の規定により、平成３０年度御代田

小沼水道事業会計予算を別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書１ページをお願いいたします。  

 平成３０年度御代田小沼水道事業会計予算。  

 第１条  平成３０年度御代田小沼水道事業会計の予算は次に定めるところによる。  

 第２条  業務の予定量は次のとおりとする。  

 給水件数は住基上の見込み数３ ,９５０件。（２）年間総有収水量は送り出した
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水道水のうち、実際に使用された料金収入による水量です。７４万ｍ ３。３、１日

平均有収水量は３６５日で割り返したものでございます。２ ,０２７ｍ ３。４、主

な建設改良工事でございます。上水道改良工事総事業費８ ,２００万６ ,０００円、

こちらは主には西軽井沢地区配水管布設工事及び設計業務並びに遠方監視システム

の設置工事でございます。  

 第３条  収益的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。  

 収入、第１款、水道事業収益１億８ ,４８０万７ ,０００円、第１項、営業収益

１億６ ,５４４万円、こちら主なものといたしまして、水道使用料、消火栓管理料

などでございます。第２項、営業外収益１ ,９３６万７ ,０００円、基金積立利息、

減価償却分の国庫補助金でございます。  

 支出でございます。  

 第１款、水道事業料１億８ ,４６５万８ ,０００円、第１項、営業費用１億

６ ,７８８万７ ,０００円でございます。受水費、光熱費、修繕費、防水調査などで

ございます。第２項、営業外費用１ ,６２７万１ ,０００円です。企業債利息、消費

税等でございます。第４項、予備費は５０万円でございます。  

 第４条  資本的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。  

 資本的収入額が資本的支出額に対する不足額の資本的収入収支の差額は１億

３６万３ ,０００円、損益勘定留保資金として現金の出し入れを伴わない減価償却

費を長期前受金戻入のうち、１億３６万３ ,０００円で補填するものでございます。  

 収入です。  

 第１項、資本的収支１ ,７７５万６ ,０００円、第１項、企業債はございません。

第２項、工事負担金８４２万４ ,０００円、こちらは新規加入金といたしまして

６０件を見込んでおります。第３項、補助金９３３万２ ,０００円、起債償還に対

する交付税算入の繰り入れでございます。  

 支出です。  

 第 １ 款 、 資 本 的 支 出 １ 億 １ ,８ １ １ 万 ９ ,０ ０ ０ 円 、 第 １ 項 、 建 設 改 良 費

８ ,２５５万４ ,０００円、設計委託料と水道管関係の布設工事、メーター購入費で

ございます。第２項、企業債償還金３ ,３５６万５ ,０００円、これまでの起債償還

分でございます。第２項、予備費で２００万円でございます。  

 第４条の２  地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により、当該事業年度に
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属 す る 債 券 及 び 債 務 と し て 整 理 す る 未 収 金 及 び 未 払 金 の 金 額 は そ れ ぞ れ

１ ,５８２万２ ,０００円及び９３２万１ ,０００円でございます。  

 第５条  一時借入金の限度額は１ ,０００万円と定める。借り入れの予定はござ

いませんが、緊急時の対応とするため限度額のみ定めるものでございます。  

 第６条  次に定める経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に

流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。  

 職員給与でございます。２ ,６１１万１ ,０００円。６ページの総係費の給料、手

当、法定福利でございます。  

 ２、公債費で５万円、６ページの総係費の塩野上宿用水組合の会合費でございま

す。  

 第７条  たな卸資産の購入限度額は２６０万７ ,０００円と定める。  

 ７ページの資産購入費、新規ストック分５４万８ ,０００円と５ページの需用費

のうち、メーター交換分の購入費２０５万９ ,０００円でございます。  

 第８条  起債償還のため、一般会計からこの会計で補助を受ける金額は９３３万

２ ,０００円と定める。７ページの補助金、起債償還金に対する交付税算入分でご

ざいます。  

 続きまして、１５ページをお願いいたします。  

 平成３０年度御代田小沼水道事業予定キャッシュフロー計算書、平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの実際の現金の出し入れでございます。  

 １、業務活動によるキャッシュフロー、原材料、商品またはサービスの購入によ

る支出でございます。  

 ５ページの原水及び浄水費と配水及び給水費、６ページ、人件費を除いた総経費

からでございます。７ ,４９５万１ ,０００円です。  

 人件費支出、６ページの総係費のうちの人件費でございます。３ ,２０５万円。  

 その他事業支出、３ページの営業外費用の雑支出といたしまして５万円です。  

 営業収入です。  

 ３ページの営業収入額が１億６ ,５４７万円でございます。  

 小計でございます。５ ,８４１万９ ,０００円でございます。  

 利息及び配当金の受取額、３ページにございます受取利息及び配当金でございま
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す。６６２万９ ,０００円。利息の支払額、３ページでございます。支出利息及び

企業債取扱諸費といたしまして６６２万９ ,０００円でございます。  

 業務活動によるキャッシュフローといたしまして５ ,２４５万２ ,０００円、２、

投資活動によるキャッシュフローでございます。固定資産による支出、取得による

支出、３ページの建設改良費に当たります。８ ,２５５万４ ,０００円。  

 国庫補助金等による収入でございます。  

 ３ページの補助金に当たります。９３３万２ ,０００円。受益者負担金による収

入、３ページの工事負担金に当たり、８４２万８ ,０００円でございます。投資活

動によるキャッシュフローといたしまして、マイナス６ ,４７９万８ ,０００円にな

ります。３、財務活動によるキャッシュフローでございます。企業債の償還による

支出です。３ページの企業債の償還部分に当たります。３ ,３５６万５ ,０００円。

財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー と い た し ま し て 、 マ イ ナ ス の ３ ,３ ５ ６ 万

５ ,０００円でございます。支出増加額または減少額でございます。マイナス

４ ,５９１万１ ,０００円を資金期首残高、９ページの平成２９年度流動資産現金預

金でございまして、８億５ ,４７６万円でございます。資金期末残高といたしまし

て、１２ページの平成３０年度流動資産現金預金でございまして、８億８８４万

９ ,０００円となります。平成３０年度は、老朽管の布設内工事９２５ｍ並びに塩

野地区リゾートホテル計画にあわせまして下水道工事を実施いたします。下水道工

事に合わせて水道管の布設工事を予定しておりまして、工事費等につきましては、

内部留保資金から補填して実施してまいります。  

 以上のとおり、御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３２  議案第３０号  平成２９年度御代田町  

一般会計補正予算案（第７号）について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３２  議案第３０号  平成２９年度御代田町一般会計補
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正予算案（第７号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   議案書１３７ページお開きください。  

 議案第３０号  平成２９年度御代田町一般会計補正予算案について、地方自治法

第２１８条第１項の規定により、平成２９年度御代田町一般会計補正予算（第

７号）を別冊のとおり提出する。平成３０年３月５日提出、御代田町長。  

 予算書の１ページをお開きください。  

 平成２９年度御代田町の一般会計補正予算（第７号）は次に定めるところによる。  

 歳入歳出予算の補正、第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億

５ ,５７７万３ ,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６億

９ ,７１９万３ ,０００円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 繰越明許費、第２条  地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り

越して使用することのできる経費は、「第２表  繰越明許費」による。  

 地方債の補正、第３条  地方債の廃止及び変更は、「第３表  地方債補正」によ

る。  

 次の２ページからの「第１表  歳入歳出予算補正」につきましては、本日の資料

番号３のほうで説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

 平成２９年度一般会計補正予算内容の歳入でございます。こちら主なものについ

て御説明をいたします。  

 款１２、分担金及び負担金、項１、負担金３２１万円でございます。こちら後期

高齢者医療の広域連合派遣職員人件費の負担金としまして３２１万円増額をお願い

しております。  

 款１３、使用料及び手数料、項１、使用料、こちら１１８万５ ,０００円の減額

となっております。複合文化施設の使用料で６０万円、保健体育施設の使用料で

４４万７ ,０００円の減です。  

 款１４、国庫支出金、項２、国庫補助金８１３万７ ,０００円の減であります。
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社会保障・税番号制度システムの整備補助金としまして３０４万７ ,０００円の減

額、臨時福祉給付金事業補助金としまして７４８万５ ,０００円の減額を計上して

ございます。  

 款１５、県支出金、項２、県補助金では３４１万６ ,０００円の減額です。新規

就農・経営継承総合支援事業補助金で３００万円の減であります。  

 款１８、繰入金、項１、基金繰入金２億２ ,５１９万４ ,０００円の減額をお願い

しております。役場庁舎整備基金繰入金では１億５ ,１２８万４ ,０００円の減、財

政調整基金繰入金では７ ,３００万円の減をお願いしております。  

 款２１の町債は２ ,１９０万円の減でございます。公共施設等適正管理推進事業

債で１億２ ,７７０万円の増、一般単独事業債で３ ,４１０万円の減、公共事業等債

で１億１ ,５３０万円の減となってございます。公共施設等適正管理推進事業債は、

これまで県と起債申請に向けて協議をしてきました。借入限度額が職員一人当たり

面積での算定から現庁舎の面積での算定でよいということになりまして、１億

２ ,７７０万円の増となってございます。かわりに庁舎整備基金の繰入金を減額し

てございます。  

 歳入合計２億５ ,５７７万３ ,０００円の減額でございます。  

 ２ページをお願いいたします。  

 こちら歳出です。主なもの申し上げます。  

 款２、総務費、項１、総務管理費８ ,１５６万８ ,０００円の減額です。庁舎建設

工事で２ ,３５８万４ ,０００円の減です。測量設計委託料６４７万円、美術館の改

装工事３ ,４００万円の減額、こちらは地方創生拠点整備交付金事業で、あわせて

単独分の事業を計上してございましたが、こちら事業を実施しないと、単独分につ

いては実施しないということとしまして減額をしてございます。  

 款３、民生費、項１、社会福祉費９８２万８ ,０００円の減でございます。要介

護 高 齢 者 介 護 慰 労 金 で ２ ２ ５ 万 円 の 減 、 臨 時 福 祉 給 付 金 事 業 で ７ ４ ８ 万

５ ,０００円の減です。ともに実績に伴う減額でございます。項２、児童福祉費

４１０万７ ,０００円の増額をお願いしております。障害児通所給付費８０万円、

広域保育の委託料として２８５万３ ,０００円の増額です。ともに転入者による増

というものでございます。私立幼稚園就園奨励費補助金１７６万４ ,０００円の増

です。こちら途中入園者がございまして、増額をお願いしてございます。  
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 款４、衛生費、項１、保健衛生費２４０万８ ,０００円の減額です。一般職の人

件費等減額ございましたが、予防接種等の医師委託料２１２万４ ,０００円の増額

をお願いしております。接種率がよくなったことによる増額でございます。項２、

清 掃 費 ３ ０ ２ 万 ２ ,０ ０ ０ 円 の 増 で す 。 一 般 廃 棄 物 の 処 理 委 託 料 で ３ ９ ３ 万

２ ,０００円の増です。こちら可燃ごみの増により、委託料増額をお願いしており

ます。  

 款６、農林水産業費、項１、農業費６０５万６ ,０００円の減でございます。新

規就農・経営継承総合支援事業補助金３００万円の減でございます。そば耕作者の

補助金では２８４万２ ,０００円の減、こちら天候不順によります実績の減でござ

います。項３の農地費では７６１万７ ,０００円の減額でございます。国土地籍調

査事業で９７万６ ,０００円の減、あと人事異動等によりまして一般職の人件費で

６４５万１ ,０００円の減となってございます。  

 款８、土木費、項２の道路橋梁費では１億３ ,９９４万５ ,０００円の減でござい

ます。都市再生整備計画事業費で９ ,３５０万円、でまた、社会資本整備交付金事

業で３ ,６００万円の減額でございます。こちら翌年度へ事業を繰り延べした工事、

あるいは入札差金等の実績により、減額をしてございます。  

 次の３ページをお願いいたします。  

 款９の消防費では６１万円の増額をお願いしてございます。こちら佐久広域連合

消防本部費の負担金で６１万円の増額をお願いしております。  

 款１２の公債費では１８７万３ ,０００円の減となってございます。支払実績等

によりまして利子では減額をお願いしておりますが、町債の償還元金４５万

６ ,０００円の増額をお願いしております。こちら２８年度借り入れで据え置き

１年償還のものがあったため、増額をお願いしてございます。  

 以上、歳出合計２億５ ,５７７万３ ,０００円の減額でございます。  

 予算書にお戻りをいただきまして、５ページをお願いいたします。  

 「第２表  繰越明許費」です。  

 款２、総務費、項１、総務管理費、事業名、役場庁舎整備事業で７ ,９６１万

８ ,０００円、財産管理事業で５ ,０００万円、款８、土木費、項２の道路橋梁費、

事業名では都市再生整備計画事業８ ,８８０万円、社会資本整備総合交付金事業

４ ,４４１万３ ,０００円、町単独道路新設改良事業５８５万６ ,０００円、以上の
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合計２億６ ,８６８万７ ,０００円でございますが、それぞれの事業で用地交渉等の

時間等が予期せぬ時間かかってしまった等によりまして、平成３０年度へ繰り越し

て事業実施をお願いするものでございます。  

 次の６ページをお願いいたします。  

 「第３表  地方債補正」です。  

 ま ず 、 廃 止 で ご ざ い ま す が 、 起 債 の 目 的 、 一 般 単 独 事 業 債 と し ま し て

３ ,４１０万円を、補正前、借り入れる予定をしてございました。こちらにつきま

しては、地方創生拠点整備交付金事業の単独分の減額によるもので、補正後、限度

額はゼロとしまして、廃止をさせていただくものです。  

 続いて、変更です。  

 一般補助施設整備等事業費、限度額３ ,３５０万円を、補正後、３ ,３３０万円と

しまして２０万円の減額をするものです。地方創生の拠点整備交付金事業の減によ

るものでございます。  

 ２番目としましては、公共施設等適正管理推進事業７億９ ,１２０万円が補正前、

補正後、９億１ ,８９０万円で１億２ ,７７０万円を増額するものです。こちら先ほ

ども説明しましたが、役場庁舎整備事業に充てるもので、県、市町村課と協議する

中で、借入限度額増により変更をお願いしてございます。  

 公共事業等債としまして２億９ ,９１０万円、補正前に対しまして、補正後、

１億８ ,３８０万円と１億１ ,５３０万円を減額させていただきます。都市再生整備

計画事業、社会資本整備総合交付金事業の減額、事業費の減額によるものでござい

ます。  

 説明は以上となります。よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

 井田理恵議員。  

（６番  井田理恵君  登壇）    

○６番（井田理恵君）   議席番号６番、井田理恵です。  

 １点、今ただいま説明ありました拠点整備交付金事業の３ ,４００万、美術館改

修工事、全員協議会のときですか、説明をいただきましたけれども、コーヒー焙煎

等のいわゆるインフォメーション棟も含めてのあれですかね、拠点整備交付金とい
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うのは、申請がかなったということだったんですけれども、額も大きいですし、非

常に残念なんですけれども、これについては、アマナとの話というか、どのように、

どのようにというか、話せる範囲で教えていただきたいんですけれども。  

 済いません、それで、あとこのような交付金は今ちょっと今回これでアウトにな

ってしまったんですけれども、これは、今年度、しばらくはもうないですよね、多

分。ちょっとそこを確認をお願いしたいんですけど。  

○議長（小井土哲雄君）   荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   拠点整備交付金事業につきましては、国のほうに申請を

上げて事業実施をお願いしたところでございますけれども、補助対象として認めら

れなかった部分の事業費がございました。例えば、取り壊しによる工事費等でござ

いますけれども、これにつきましては、アマナと協議をする中で、単独事業費につ

いては全てアマナの発注による工事で事業実施をしていきたいということで減額を

させていただきました。  

 それと、拠点整備交付金事業でございますけれども、現状は２８年度に国で事業

が予算化されて、それを１年繰り越して２９年度で事業ができるような形で予算の

計上を国のほうでしていただいてあったところです。現状においては、こういった

拠点整備交付金事業のようなハードだけに使えるものの交付金は現状はないような

状況になっております。  

 以上です。  

○議長（小井土哲雄君）   井田議員。  

○６番（井田理恵君）   終わります。  

○議長（小井土哲雄君）   ほか質疑ございますか。  

 池田健一郎議員。  

（９番  池田健一郎君  登壇）    

○９番（池田健一郎君）   ９番、池田健一郎です。町民課長に申しわけないんですが、事

前に通告していなかったんですが、衛生費、清掃費の中の一般廃棄物処理委託料が

３９０万ほどに増えているんですけれども、９月でしたかね、廃棄物のいわゆる雑

紙の分類をしたりすることによって、効果が出るんじゃないかというふうな話し合

いをした覚えがあるんですけれども、この辺どういうふうなあれでしょう。  
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○議長（小井土哲雄君）   小山町民課長。  

（町民課長  小山岳夫君  登壇）    

○町民課長（小山岳夫君）   お答えをいたします。  

 まず、今回の増額補正の分ですけれども、昨年の焼却実績が１ ,５７１トンでご

ざいました。今年度の予算につきましては、１ ,５００トンで見込んでおりました。

結果的に、前年並みの焼却量ということで補正をせざるを得ない状況になったとい

うことで、まずは増額理由については御理解いただければと思います。  

 たしか、６月議会でお答えした内容だと思いますけれども、雑紙の収集につきま

しては、やはり町として取り組まなければならない課題であると、これが抜き取り

調査をいたしましたら約２割くらい、通常出されている可燃ごみの２割くらいがま

だ雑紙として、資源ごみとして出せる分であったということですので、それを取り

除いていけばかなりの減量化につながるということでお話はいたしました。今年度

直ちにという形がなかなかとれなかったんですけれども、来年度予算にその雑紙を

収集するための紙袋の予算を計上してございます。４月以降、町民の皆さんに協力

を呼びかけて雑紙の収集について力を入れていくということで、来年度については

対応してまいりたいと考えているところでございますので、よろしくお願いいたし

ます。  

○議長（小井土哲雄君）   池田健一郎議員。  

○９番（池田健一郎君）   わかりました。よろしくお願いします。終わります。  

○議長（小井土哲雄君）   ほか質疑ございますか。よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終わります。  

 会議規則第９条第２項の規定より、本日の会議時間は議事の都合により、あらか

じめこれを延長いたします。  

 

－－－日程第３３  議案第３１号  平成２９年度御代田町国民健康保険事業  

勘定特別会計補正予算案（第３号）について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３３  議案第３１号  平成２９年度御代田町国民健康保

険事業勘定特別会計補正予算案（第３号）についてを議題とします。  
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 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書１３８ページをお願いします。  

 議案第３１号  平成２９年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算案

ついて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出するもので

ございます。  

 予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成２９年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計予算（第３号）は次に定め

るところによる。  

 第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億１ ,４４３万６ ,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１億２ ,７４６万６ ,０００円

とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 ２ページをお願いします。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 歳入でございます。  

 款３、国庫支出金、項１、国庫負担金は、補正額５ ,４０２万６ ,０００円の減額

で、交付額変更に伴うものでございます。当初見込みより、療養給付費が伸びてい

ないためでございます。  

 款４、県支出金、項１、県負担金は、２８９万２ ,０００円の減額で、高額医療

費、共同事業負担金の交付額変更に伴うものでございます。  

 款５、項１、療養給付費交付金は１９９万円の減額で、退職医療給付費交付金の

交付額変更に伴うものでございます。  

 款７、項１、共同事業交付金は、５ ,５８５万６ ,０００円の減額で、高額医療費、

共同事業交付金、保険財政共同安定化事業交付金額確定に伴うものでございます。  

 款８、繰入金、項１、他会計繰入金は、保健事業実施に伴う職員の人件費分で、

３２万８ ,０００円の増額でございます。  

 続きまして、３ページをお願いします。  
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 歳出でございます。  

 款２、保険給付費、項１、療養諸費は、補正額２ ,１４８万７ ,０００円の減額で、

一般・退職被保険者療養給付費の支出見込み額の減少に伴うものでございます。項

２、高額療養費から款６、項１、介護給付費までは財源変更でございます。  

 款７、項１、共同事業拠出金、拠出金額確定によりまして４ ,３００万円の減額

でございます。  

 款８、項２、保健事業費は、保健事業実施に伴う職員の人件費分でございまして、

３２万８ ,０００円の増額ございます。  

 款１０、項１、予備費は、５ ,０２７万７ ,０００円の減額でございます。  

 説明は以上でございます。御審議をいただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３４  議案第３２号  平成２９年度御代田町介護保険事業勘定  

特別会計補正予算案（第４号）について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３４  議案第３２号  平成２９年度御代田町介護保険事

業勘定特別会計補正予算案（第４号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書１３９ページをお願いします。  

 議案第３２号  平成２９年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案につ

いて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出するものでご

ざいます。  

 予算書１ページをお願いいたします。  

 平成２９年度御代田町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）は予算は

次に定めるところによる。  
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 第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７７８万８ ,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億３８万５ ,０００円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 ２ページをお願いします。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 歳入でございます。  

 款 ４ 、 国 庫 支 出 金 、 項 １ 、 国 庫 負 担 金 で ご ざ い ま す 。 補 正 額 ６ ３ ６ 万

５ ,０００円の増額で、介護給付費国庫支出金変更交付決定によるものでございま

す。  

 款５、項１、支払基金交付金は１９６万６ ,０００円の増額で、地域支援事業交

付金変更交付決定によるものでございます。  

 款８、繰入金、項１、他会計繰入金ですが、５４万３ ,０００円の減額でござい

ます。介護給付費繰入金は増額となっておりますが、本年度中にシステム改修をし

ないため、一般経費等繰入金は減額でございます。  

 続きまして、３ページをお願いします。  

 歳出でございます。  

 款１、項１、総務費は、補正額９７万５ ,０００円の減額で、本年度中にシステ

ム改修をしないための減額でございます。  

 款２、項１、保険給付費は、６００万円の増額で、利用者増に伴う施設介護サー

ビス給付費の増額でございます。  

 款３、地域支援事業費、項１、包括的支援事業・任意事業費でございますが、地

域包括支援センターの経費で３７万８ ,０００円の減額でございます。項２、介護

予防・生活支援サービス事業費は４９万２ ,０００円の増額で、現行相当サービス

Ａの伸びが主なものでございます。  

 款６、項１、予備費は、２６４万９ ,０００円の増額でございます。  

 説明は以上でございます。御審議をいただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３５  議案第３３号  平成２９年度御代田町後期高齢者医療特別事業  

補正予算案（第２号）について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３５  議案第３３号  平成２９年度御代田町後期高齢者

医療特別事業補正予算案（第２号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書１４０ページをお願いします。  

 議案第３３号  平成２９年度御代田町後期高齢者医療特別事業補正予算案につい

て、地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出するものでござ

います。  

 予算書１のページをお願いいたします。  

 平成２９年度御代田町の後期高齢者医療特別事業補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。  

 第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０２万４ ,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４ ,５３９万８ ,０００円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 ２ページをお願いします。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 歳入でございます。  

 款１、項１、後期高齢者医療保険料でございます。補正額は、新規被保険者増加

に伴いまして２０２万４ ,０００円の増額でございます。  

 続きまして、３ページをお願いします。  

 款２、項１、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。補正額は２０２万

５ ,０００円の増額で、保険料等の負担金でございます。  

 款５、項１、予備費は１ ,０００円の減額でございます。  
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 説明は以上でございます。御審議をいただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３６  議案第３４号  平成２９年度御代田町公共下水道事業  

特別会計補正予算案（第４号）について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３６  議案第３４号  平成２９年度御代田町公共下水道

事業特別会計補正予算案（第４号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    

○建設水道課長（金井英明君）   議案書１４１ページをお願いいたします。  

 議案第３４号  平成２９年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算案につい

て、地方自治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出いたします。  

 次の補正予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成２９年度御代田町の公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は次に定め

るところによる。  

 第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６９万６ ,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億６ ,２３８万２ ,０００円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 第２条  地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第２表  繰越明許費」による。  

 ２ページをお願いします。  

 第１表  歳入歳出予算補正。  

 歳入でございます。  

 款４、繰入金、項１、他会計繰入金、こちらは一般会計からの繰り入れといたし
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まして１８２万５ ,０００円の減額をするものでございます。  

 款６、諸収入、項２、雑入、こちらは平成２８年度の御代田浄化管理センター長

寿命化工事の際に発生いたしましたケーブル、アルミ、ステンレスなどの有価物が

出ております。これを資源といたしまして買い取っていただいたものでございまし

て、１２万９ ,０００円の増額の補正をするものでございます。  

 歳入合計といたしまして、補正額１６９万６ ,０００円の減額でございます。  

 ３ページをお願いいたします。  

 歳出でございます。  

 款１、土木費、項１、都市計画費、こちら人事院勧告により、一般事務管理経費

の減額によるものでございます。１６９万６ ,０００円の減でございます。  

 款２、公債費、項１、公債費、失礼しました。こちらは増減ございません。  

 歳出合計、補正額１６９万６ ,０００円の減額でございます。  

 ４ページをお願いいたします。  

 第２表  繰越明許費。  

 款１、土木費、項１、都市計画費、事業名、平成２９年度御代田浄化管理セン

ター長寿命化工事、金額７ ,４００万円、平成２９年度から平成３０年度の２カ年

工事のうち、平成２９年度分の工事を繰り越すものでございます。  

 以上のとおり、御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）    

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３７  議案第３５号  平成２９年度御代田小沼水道事業会計  

補正予算案（第４号）について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３７  議案第３５号  平成２９年度御代田小沼水道事業

会計補正予算案（第４号）についてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 金井建設水道課長。  

（建設水道課長  金井英明君  登壇）    
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○建設水道課長（金井英明君）   議案書１４２ページをお願いいたします。  

 議案第３５号  平成２９年度御代田小沼水道事業会計補正予算案ついて、地方自

治法第２１８条第１項の規定により、別冊のとおり提出いたします。  

 補正予算書１ページをお願いいたします。  

 平成２９年度御代田小沼水道事業会計補正予算（第４号）は次に定めるところに

よる。  

 第１条  平成２９年度御代田小沼水道事業会計予算、第３条中に定めた収益的支

出の予算額を次のとおり補正する。  

 収益的支出につきましては、３ページにありますように、第５１款、水道事業費

用、第１項、営業費用としまして１６万円の増額をお願いするものでございます。

人事院勧告による総係費の増額でございます。第２項、営業外費用並びに第４項予

備費につきましては増減ございません。したがいまして、補正額は１６万円となり、

総額１億８ ,６６１万７ ,０００円でございます。  

 以上のとおり、御審議をお願いいたします。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終わります。  

 

－－－日程第３８  報告第１号  平成３０年度御代田町土地開発公社事業計画  

及び予算の報告について－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３８  報告第１号  平成３０年度御代田町土地開発公社

事業計画及び予算の報告についてを議題とします。  

 報告理由の説明を求めます。  

 荻原企画財政課長。  

（企画財政課長  荻原春樹君  登壇）    

○企画財政課長（荻原春樹君）   議案書の１４３ページをお開きください。  

 報告第１号  平成３０年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算の報告につい

て、平成３０年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算を、平成３０年２月
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１９日御代田町土地開発公社理事会において決定し提出されましたので、地方自治

法第２４３条の３第２項により、別紙のとおり報告をいたします。  

 １枚おめくりいただきまして、１ページをお願いいたします。  

 平成３０年度御代田町土地開発公社事業計画です。  

 平成３０年度御代田町土地開発公社事業計画を次のとおりとする。  

 土地造成事業計画としまして、用地名、やまゆり工業団地、事業予定面積、

７ ,６５４．４９ｍ ２、事業予定金額３００万円でございます。平成２８年度に取

得をしましたやまゆり工業団地の造成事業を計画するものでございます。  

 ２ページをお願いいたします。  

 平成３０年度御代田町土地開発公社の予算でございます。  

 総則第１条  平成３０年度御代田町土地開発公社の予算は次に定めるところによ

る。  

 収益的収入及び支出。  

 第２条としまして、収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  

 収入。  

 款、第２款、事業外収益１ ,０００円でございます。こちらは、受取利息でござ

いまして、預金利子収入でございます。収入合計は１ ,０００円です。  

 支出、第２款、第１項、販売及び一般管理費は１８万３ ,０００円です。理事の

報酬、法人町県民税等の事務費でございます。支出合計１８万３ ,０００円でござ

います。収益的収入支出差引額はマイナスの１８万２ ,０００円となります。  

 ３ページをお願いいたします。  

 資本的収入及び支出。  

 第３条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  

 収入、第１款、資本的収入はございません。  

 支出、第１款、資本的支出、第３項、土地の造成事業費３００万円であります。

やまゆり工業団地の造成工事に係る造成工事の測量設計、開発許可の委託業務でご

ざいます。支出合計は、３００万円となっております。  

 次の４ページから８ページは、収益的、資本的収入支出の実施計画、キャッシュ

フロー計算書となっておりますので、御確認をお願いいたします。  

 ９ページをお願いいたします。  
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 こちら平成３０年度御代田町土地開発公社の予定貸借対照表となっております。

来年の３月３１日現在の見込みです。資産の部の１番、流動資産は２億５５４万

９ ,０００円で、この内訳につきましては、現金及び預金で５８６万９ ,０００円、

公有用地としまして７ ,２５９万３ ,０００円であります。こちら旧鉄道用地や坪谷

地にございます土地であります。未成土地１億２ ,７０８万７ ,０００円でございま

して、こちらやまゆり工業団地の土地となっております。資産合計は２億５５４万

９ ,０００円であります。  

 負債の部の固定負債１億３ ,８７０万円で、全額こちらは（２）の長期借入金で

ございます。町の土地開発基金からの借入金となっております。負債合計は、１億

３ ,８７０万円です。  

 資本の部です。  

 １の資本金としまして、基本財産については町からの出資金３５０万円でありま

す。２番目の準備金または欠損金でございますが、６ ,３３４万９ ,０００円、こち

ら内訳は前期繰越準備金で６ ,３５３万１ ,０００円、当期の純損失がマイナスの

１８万２ ,０００円で、資本合計は６ ,６８４万９ ,０００円となっております。負

債資本合計としまして、上記にあります負債の部と資本の部、合計いたしますと

２億５５４万９ ,０００円で上記、一番上にございます資産の部の資産合計と一致

をするものでございます。  

 １０ページをお願いいたします。  

 平成３０年度御代田町土地開発公社の予定損益の計算書でございます。  

 本年４月１日から来年３月３１日までのものでございます。事業収益、事業原価

はゼロ円となっております。  

 ３ 番 の 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 は １ ８ 万 ３ ,０００円で、事 業損失は１８万

３ ,０００円でございます。  

 ４番の事業外収益は１ ,０００円で受取利息の１ ,０００円です。  

 経常損失と当期純損失はともに１８万２ ,０００円となりまして、当期の損失は

１８万２ ,０００円となるものでございます。  

 １１ページからは付属明細表となってございます。後ほど御確認をいただければ

と思います。  

 以上で報告は終わります。  
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○議長（小井土哲雄君）   以上で報告理由の説明を終わります。  

 これより、報告に対する質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これをもって平成３０年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算の報告を終わ

ります。  

 以上で全ての議案に対する質疑を終わります。  

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第５号から議案第３５号までに

ついては、会議規則第３９条の規定により、お手元に配付してあります議案付託表

のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認めます。よって、議案付託表のとおり、各常任委員会に付託するこ

とに決しました。  

 

－－－日程第３９  諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を  

求めることについて－－－    

○議長（小井土哲雄君）   日程第３９  諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについてを議題とします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 古畑保健福祉課長。  

（保健福祉課長  古畑洋子君  登壇）    

○保健福祉課長（古畑洋子君）   議案書１４５ページをお願いいたします。  

 諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。  

 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めるものでございます。  

 人権擁護委員のお１人が平成３０年６月３０日をもって任期満了となります。後

任に原田博子さんを推薦します。御代田町大字御代田１６３３番地においてお住ま

いで、昭和２７年５月２７日生まれの方です。  

 推薦理由としましては、原田博子さんは、平成６年４月から平成１９年３月まで



９５ 

の１３年間の長きにわたり、社会教育委員を務められました。その後、平成１９年

１月から平成２７年４月までの８年間は、町教育委員会において教育委員として教

育問題に熱心に取り組まれました。また、地域での人望も厚く、地域の実情を十分

理解されており、人格、識見も高く、適任者でありますので、推薦いたします。  

 任期は、平成３０年、２０１８年４月１日から２０２１年６月３０日までの３年

間でございます。  

 説明は以上です。御意見をいただき、御承認いただきますよう、お願いいたしま

す。  

○議長（小井土哲雄君）   以上で、提案理由の説明を終わります。  

 お諮りします。本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。

これに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）    

 異議なしと認め、諮問第１号を採決します。本案は、適任することに賛成の諸君

の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）    

 挙手全員であります。よって、諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについては、適任という意見を付することに決しました。  

 以上で、本日の全ての議事日程は終了いたします。  

 お疲れさまでした。  

散  会  午後  ４時２３分  


